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中
閣
の
人
権
の
構
造
と
そ
こ
に
お
け
る
奮
教
の
自
由
の

講
造
上
の
共
通
性
と
独
自
性

麗

英

雄

〈
官
間
開
法
科
大
学
〉

は
じ
め
に

人
権
の
構
造

儲
教
の
自
由
の
構
造
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四

臨
際
社
会
に
お
け
る
欝
教
の
告
白
と
の
比
較

五

麗
襲

i
結
び
に
か
え
て

i

iま

め

じ

現
行
の
・
中
菌
憲
法
は
一
九
人
二
年
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
…
一
六
条
は
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
中
華
人
民
共
和
霞
会
民
は
祭
教
を
僑
仰
す
る
由
民
自
を
・
有
す
る
。

い
か
な
る
罰
家
機
関
、
社
会
自
体
ま
た
は
個
人
も
、
公
民
に
宗
教
の
信
仰
ま
た
は
不
信
備
を
強
制
し
て
は
な
ら
ず
、
宗
教
を
鑓
悔
す

る
公
民
及
び
宗
教
を
信
備
し
な
い
公
民
を
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。
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国
家
は
正
常
な
家
教
活
動
を
保
護
す
る
。
何
人
も
宗
教
を
利
用
し
て
、
社
会
秩
序
そ
被
壊
し
、
公
民
の
身
体
・
健
康
を
摺
い
、
あ
る

い
は
欝
家
の
教
育
制
度
を
妨
害
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

療
救
出
体
と
宗
教
事
務
は
外
簡
の
勢
力
に
よ
る
支
配
を
受
け
な
い
」
。

こ
の
規
定
は
、
臨
時
憲
法
を
含
め
て
難
関
後
の
中
醤
の
五
つ
の
懇
談
ゃ
っ
ち
で
、
最
も
欝
縮
に
か
つ
最
も
明
確
に
信
教
の
告
白
を
保

摩
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
九
六
六
年
か
ら
七
六
年
ま
で
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」
(
以
下
吋
文
家
」
と
略
称
)

の
時
期
の

痛
切
な
反
省
に
基
づ
く
。
そ
の
時
期
、
宗
教
は
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
。
多
く
の
宗
教
指
導
者
、
議
仰
者
は
，
牛
出
泌
総
4

予
、
-
独
裁
の

対
象
“
と
み
な
さ
れ
、
宗
教
は
勿
証
に
存
在
し
な
い
ヘ
"
既
に
臆
史
博
物
鯨
に
入
っ
た
て
と
も
笈
欝
怒
れ
た
。
こ
れ
は
ヱ
京
一
教
H
阿
片
」

論
の
教
条
主
義
的
実
践
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
事
の
一
冨
で
あ
る
。
拐
の
一
面
が
存
す
る
。
舘
統
的
宗
教
の
弾
庄
と

並
行
し
て
の
「
新
宗
教
」
の
陸
援
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
特
定
の
ド
グ
マ
が
却
水
教
」
と
し
て
機
能
し
た
。
つ
ま
り
、
?
人
員
の
領
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被
」
を
「
神
化
」
し
た
り
、
吋
形
を
変
え
た
宗
教
的
銭
採
の
僑
像
」
と
し
、
ま
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
装
飾
下
の
新
築
教
の
儀
式
」

カf

マ
ル
ク
ス
・
レ
i
ニ
ン
主
義
は
吋
率
教
神
学
」
「
宗
教
欝
条
」
と
な
っ
た
。
こ
の
「
新
宗
教
」
は
伝
統
的
宗
教
と
は
異
な
る

が
、
「
影
を
変
え
た
宗
教
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
強
烈
な
犠
仰
主
義
的
精
神
が
浸
透
」
し
て
い
た
。
他
の
籍
調
で
も
、
援
成
梁
教
が

創
ら
れ
、

畏
衆
の
精
神
統
制
腕
に
期
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
〈
指
示
教
の
側
か
ら
の
欝
家
出
利
用
と
い
う
額
面
も
あ
る
}
、
「
文
革
い
時
の
中
閣
で
は
、

特
定
の
ド
グ
マ
が
畏
衆
の
教
化
と
精
神
統
制
棋
に
畿
大
限
に
活
用
冬
れ
た
。
三
示
品
主
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
ド
グ
マ
に

と
っ
て
、
伝
統
的
ム
宗
教
は
不
必
要
か
つ
対
銃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
弾
圧
は
こ
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。
処
方
で
、
三
一
小
教
釣
欲
求
」
を

有
す
る
民
衆
に
と
っ
て
、
「
新
宗
教
」
は
精
神
の
「
支
柱
」
と
な
っ
た
と
い
う
酪
も
あ
っ
た
。

こ
の
宗
教
弾
圧
と
立
刷
物
ボ
教
」
は
い
ず
れ
も
、
八
二
年
憲
法
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
(
実
質
的
に
は
一
九
七
八
年

十
二
月
の
中
国
共
麗
党
十
一
期
中
央
委
員
会
第
一
一
一
回
総
会
以
後
て
祭
教
活
動
が
藤
ん
と
な
り
、
宗
教
組
織
も
次
々
と
復
活
し
、
「
文
革
」



賠
に
破
壊
さ
れ
た
寺
廟
、
教
会
堂
の
修
複
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
中
留
の
信
教
の
自
由
は
表
蘭
的
に
は
、
そ
の
入
機
を
保

揮
す
る
諸
冨
と
類
似
す
る
現
象
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
、
借
教
の
自
由
の
中
国
的
問
題
構
造
は
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
人
権
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
共
通
す
る
陪
細
胞
と
入

擦
の
中
で
の
信
教
の
告
白
の
強
自
性
か
ら
く
る
棚
問
題
に
基
礎
を
置
く
。
こ
の
問
題
構
造
を
分
析
す
る
の
が
、
本
報
告
の
謀
躍
で
あ
る
。

中国の人績のき募遂とそこにおける信教(1)E!自の機途上の共議後と独自後〈土屋}

人
権
の
構
漉

中
闘
で
は
、
長
期
間
、
「
人
権
」
概
念
ぞ
れ
自
体
が
タ
プ

i
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
「
改
革
・
開
放
」
政
策
へ
の
転
換
後
、
こ
の
こ
と
に

変
化
が
出
て
き
た
。
中
関
の
人
権
識
は
、

一
九
七
九
年
か
ら
今
日
ま
で
、

い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ま
で
タ
プ

i
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で
あ
っ
た
人
権
が
渡
患
が
ち
に
諮
ら
れ
出
し
れ
J

二
九
七
九
年
i
八
五
年
、
現
実
の
政
治
改
革
と
連
動
し
て
人
権
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
一
九
八
六
年
i
八
九
年
前
半
、
体
制
擁
護
の
理
論
武
装
の
た
め
の
一
九
八
九
年
六
月
の
天
安
門
事
件
後
か
ら
今
日
ま
で
、
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
第
三
掃
に
お
い
て
は
、
吋
改
革
・
開
放
〕
の
深
化
と
と
も
に
、
単
な
る
体
制
擁
護
を
闘
的
と
す
る
の
で
な
く
、
人

権
保
灘
の
強
化
を
志
向
す
る
論
議
も
築
関
さ
れ
て
き
て
い
る
。

中
患
の
理
論
界
で
は
、
人
権
の
主
体
、
導
体
、
本
灘
、
性
費
等
に
つ
い
て
、
論
議
が
分
岐
し
て
い
る
が
、
人
権
に
対
す
る
基
本
的
晃

地
と
し
て
は
、
主
に
次
の
一
ニ
韓
が
容
す
る
。

φ
入
機
は
こ
れ
ま
で
プ
ル
ジ
議
ア
階
級
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
中
闘
が
投
会
主
義
革
命
の
勝
利
を
灘
得
し
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア

総
階
級
独
裁
と
社
会
主
義
的
民
主
制
度
を
建
立
し
た
状
況
下
で
、
"
人
権
を
争
、

2
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
捷
魁
す
る
の
は
、
品
開
が
な
く
て
矢
を

放
つ
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
か
つ
資
本
主
義
技
会
に
後
退
し
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
意
味
し
て
い
る
。

w

人
権
・
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
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高
ら
か
に
科
ぷ
人
が
求
め
て
い
る
縛
人
権
“
は
技
会
主
義
的
民
主
と
根
本
的
に
対
恋
し
て
い
る
。
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
馳
階
級
の
い
わ
ゆ

る
人
権
と
氏
支
政
治
は
、
資
本
主
義
と
帝
国
主
義
の
各
種
の
思
想
の
ご
っ
た
煮
で
あ
る
。

金

必
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ア
蹄
級
の
反
動
的
人
権
磯
論
を
批
判
す
る
と
い
う
碁
礎
の
上
で
、
は
む
め
て
科
学
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
人
権

鱗
慨
を
堅
持
で
き
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
人
権
理
論
は
大
き
な
歎
蹄
性
を
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
社
会
主
義
は
単
純
に
人
権
を
持
ち

出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
必
ず
プ
ル
ジ
謂
ア
階
級
の
人
権
理
論
を
批
判
す
る
と
い
う
藤
礎
の
上
で
、
人
民
の
権
利
を
発
襲
、
攻
勢
さ
せ
る
。

③ 

人
権
の
内
容
は
社
会
主
義
の
要
求
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
人
権
の
理
議
的
義
礎
、
即
ち
"
天
賦
人
権
“
は
科
学
的
社
会
主
義
理

論
と
異
な
り
、
人
権
寝
身
も
顕
著
な
限
界
性
そ
宥
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
人
権
に
含
ま
れ
る
民
主
、
密
由
等
の
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
は
、
社
会
主
義
と
格
入
れ
な
い
こ
と
は
な
く
、
逆
に
社
会
主
義
の
要
求
内
に
含
ま
れ
る
。
「
国
連
憲
章
」
の
基
本
的
人
権
を
保

護
す
る
こ
と
に
関
す
る
趣
旨
、
「
世
界
人
権
宣
言
」
が
議
定
す
る
個
人
の
自
由
の
具
体
的
内
容
と
銭
入
の
政
治
的
権
現
及
び
社
会
、
経
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済
、
文
化
等
の
権
利
、
こ
れ
ら
は
会
て
社
会
主
義
の
路
標
で
も
あ
る
し
、
か
つ
投
会
主
義
制
度
下
に
お
い
て
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
人
権

要
求
は
普
遍
的
に
褒
実
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
実
、
人
権
は
毘
謀
、
自
由
、
共
和
閥
、
織
法
と
い
う
概
念
と
同
様
に
、
歴
史
上
、

い
ず
れ
も
プ
ル
ジ
議
ア
思
想
家
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
止
揚
を
経
て
、
社
会
主
義
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

人
類
の
患
懇
、
理
論
の
発
震
の
普
通
的
現
象
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
際
領
域
か
閣
内
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
道
理
正
し
く
意
気

盛
ん
に
人
擦
を
籍
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
か
っ
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
舎
は
人
権
を
社
会
主
義
と
対
ま
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
荷
級
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
み
な
し
、
人
権
に
つ
い
て
の
資
本
主
義
と
社

会
主
義
の
共
通
の
基
接
会
脊
定
す
る
。
窃
は
人
織
の
概
念
を
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
人
権
と
マ
ル
ク
ス
主
義
的
人
権

に
峻
関
し
て
後
者
の
優
趣
性
を
出
出
張
す
る
。
舎
は
人
穫
の
概
念
そ
積
極
的
に
〈
無
条
件
で
は
な
い
が
)
容
認
し
、
か
つ
人
権
の
普
溜
性

を
主
張
す
る
。
窃
は
長
期
間
、
中
拐
で
の
体
制
的
晃
解
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
少
数
派
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
一
九
人

0
年
代



以
後
、
や
の
見
地
が
強
ま
り
、
そ
し
て
最
近
で
は
、

φ
が
上
昇
し
て
き
て
い
る
。
当
今
、
京
遣
は
並
存
し
て
い
る
が
、
「
改
革
・
顛

故
」
政
策
下
で
の
人
権
論
の
大
き
な
潮
流
は
、
好
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
舎
か
ら

φ
へ
、
更
に
は
舎
か
ら
③
へ
と
進
展
し
て
ゑ
て
い
る
。

調
務
院
報
道
弁
公
室
が
中
国
内
外
に
発
表
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
人
権
・
白
書
」
〈
議
文
は
「
中
罰
的
人
権
状
況
い

九
九
一
年
十

fJ 

目
、
『
人
民
自
報
い

一
九
九
一
年
十
一
月
二
日
i
五
時
、
以
下
「
由
香
」
た
略
称
〉
は
内
容
的
に
、
こ
の
舎
か
ら
舎
へ
の
移
行
期
の

*箆の人織の携迭とそこにおける僑教の際劇の構造上の共遜色と童話自性{土滋)

性
賓
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
「
白
書
」
は
人
権
に
開
院
す
る
当
面
の
体
制
的
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
自
書
」
は
主
に
国
際
社
会
に

対
す
る
弁
明
の
た
め
に
執
簸
さ
れ
た
た
め
か
、
中
圏
内
の
獲
議
界
で
維
持
さ
れ
て
い
る
人
権
の
社
会
主
義
的
観
点
、
階
級
品
約
畿
点
に
つ

い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
観
点
を
基
礎
づ
け
て
い
た
経
済
的
土
台
は
八

0
年
代
以
降
、
確
実
に
変
動
し

て
き
て
お
り
、
い
ず
れ
中
国
の
人
権
論
の
再
構
築
は
不
可
避
的
と
な
ろ
う
。
「
自
脊
」
に
お
け
る
こ
の
議
渡
期
性
友
び
論
点
の
非
全
冨

性
を
留
保
し
た
上
で
、
こ
こ
で
は
、
韓
段
階
で
の
体
制
的
見
解
で
あ
る
ウ
白
書
い
の
理
論
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
中
圏
内
の
議
論
令
市
千
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心
と
し
て
、
中
国
の
人
権
の
構
議
会
探
る
。

「
自
轡
」
は
、
人
擦
が
人
類
の
「
理
想
い
で
、
世
界
の
「
奮
闘
測
自
標
い
で
あ
り
、
か
っ
「
間
際
社
会
が
普
通
的
に
関
心
を
寄
せ
る
重

大
問
問
題
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
人
権
の
普
濁
性
の
容
認
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ぞ
れ
ま
で
の
人
権
論
に
比
し
て
、
大
き
な

進
展
と
脅
え
る
。
し
か
し
、
進
展
は
当
面
、
こ
こ
で
止
ま
っ
て
い
る
。
「
・
白
書
」
は
人
権
の
普
通
牲
を
認
め
る
一
方
で
、
「
人
権
問
問
慾
は

本
賞
的
に
一
国
の
内
部
箸
轄
に
議
す
る
問
題
」
で
あ
る
と
し
て
、
国
家
主
権
の
褒
伎
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
人
権
の
普
遍
殺
を
閤
境

の
と
こ
ろ
で
切
断
し
、
こ
う
し
て
人
権
は
「
臨
内
問
題
」
と
な
る
。

吋
国
内
問
題
」
と
な
っ
た
人
権
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
共
産
党
の
統
市
学
的
指
導
の
堅
持
と
い
う
原
則
の
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
「
白
書
」
は
、
「
中
国
共
産
党
は
社
会
主
義
中
障
の
執
政
党
で
あ
り
、
全
中
間
期
人
員
の
利
益
の
集
中
鶴
代
表
で
あ
る
」
と
し
な
が

ら
も
、
そ
の
指
導
を
控
え
躍
に
設
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
「
党
の
絞
率
的
指
導
は
主
に
思
想
・
政
治
の
続
事
的
指
導
」
で
あ
り
、
「
国
家



宗教法第12号(1993)

指
導
体
制
の
中
で
、
党
は
政
府
の
職
能
に
と
っ
て
代
わ
れ
な
い
。
党
は
憲
法
と
法
律
の
枠
内
で
活
動
し
憲
法
と
法
律
を
超
越
で
き
る
い

か
な
る
権
限
も
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
現
実
の
憲
法
政
治
に
お
け
る
共
産
党
の
統
率
的
指
導
は
そ
れ
ほ
ど
控
え
目
で
は
な
い
。

共
産
党
は
政
権
を
争
う
政
党
の
一
つ
で
は
な
い
。

一
党
支
配
の
「
執
政
党
」
で
あ
る
。
他
の
八
つ
の
民
主
党
派
は
共
産
党
の
統
治
に

協
力
す
る
「
参
政
党
」
に
す
ぎ
な
い
。
共
産
党
の
統
率
的
指
導
の
内
容
は
「
政
治
」
「
思
想
」
「
組
織
」
の
各
方
面
を
含
む
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
統
率
的
指
導
は
、
法
的
に
も
、
憲
法
序
言
で
の
い
わ
ゆ
る
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
(
社
会
主
義
の
道
、
人
民
民
主
独
裁
、
共

産
党
の
統
率
的
指
導
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
と
毛
沢
東
思
想
)

の
「
解
釈
」
を
通
し
て
、
国
家
に
対
す
る
共
産
党
の
統
率
的
指

導
が
公
言
さ
れ
て
い
る
。
権
力
機
構
の
最
上
部
に
共
産
党
が
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
産
党
の
統
率
的
指
導
が
「
四
つ

の
基
本
原
則
」
の
「
核
心
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
三
つ
の
基
本
原
則
の
内
容
の
公
権
的
解
釈
権
は
共
産
党
が
掌
握
し
て
い

る

中
共
中
央

義
理
論
部
編

中
国
共
産

量
設
全
書

第

巻

九
九

年

十
J¥ 
頁

蔀

主
選

九
J¥ 

年
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二
三

O
頁
参
照
)
。
こ
う
し
て
、
「
現
代
化
」
へ
向
け
て
の
「
資
本
主
義
」
的
な
手
法
も
可
能
と
な
る
。

こ
の
権
力
中
枢
た
る
共
産
党
の
統
率
的
指
導
を
否
定
す
る
よ
う
な
人
権
の
主
張
、
行
使
は
当
然
、
許
容
さ
れ
な
い
。
こ
の
典
型
的
具

体
例
が
天
安
門
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
学
生
・
知
識
人
・
市
民
は
、
，
民
主
と
法
制
ヘ
"
愛
国
護
憲
・
を
旗
印
と
し

(
一
部
に
は
改
憲
の
主
張
も
あ
っ
た
)
、
言
論
の
自
由
、
集
会
・
結
社
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
デ
モ
行
進
の
自
由
等
の
憲
法
上
の
諸
権

利
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
共
産
党
が
超
憲
法
的
に
応
じ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
体
制
側
も
形
式

的
に
は
憲
法
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
憲
法
序
言
の
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
、
第
一
条
の
人
民
民
主
独
裁
と
社
会
主
義
制

度
の
擁
護
の
規
定
、
第
二
八
条
の
反
革
命
活
動
禁
止
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
共
産
党
は
民
主
化
運
動
を
次
の
よ
う
に

断
じ
た
。
彼
等
は
「
大
字
報
や
小
字
報
を
利
用
し
て
、
党
と
国
家
の
指
導
者
を
中
悔
、
罵
倒
、
攻
撃
し
、
公
然
と
憲
法
に
違
反
し
、
共

産
党
の
統
率
的
指
導
と
社
会
主
義
制
度
へ
の
反
対
を
扇
動
」
し
た
。
「
彼
等
は
民
主
の
旗
を
掲
げ
て
民
主
と
法
制
を
破
壊
し
た
の
で
あ



り
、
そ
の
義
い
は
人
心
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
、
企
患
を
混
乱
さ
せ
、
安
定
・
閉
結
の
政
治
的
局
面
安
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
計

蘭
的
な
陰
謀
で
あ
り
動
乱
で
あ
る
。
ぞ
の
実
質
は
、
中
国
共
産
党
の
統
率
的
指
導
と
社
会
社
会
主
義
制
捜
を
根
本
か
ら
葎
定
す
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
れ
は
会
党
と
全
国
各
誌
脹
人
民
の
前
で
行
わ
れ
た
重
大
な
政
治
翻
争
で
あ
る
」
〈
『
人
民
日
報
い
社
論
、

一
九
人
九
年
明

ロ
月
二
六
日
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
認
定
の
下
で
六
見
四
冨
の
弾
一
訟
が
強
有
さ
れ
た
。
こ
の
弾
圧
を
人
民
代
表
機
欄
(
会
問
人
民
代
表
大
会
)

。留の入織の帯構造とそこにおける信教のお砲の繕途上の共通伎と独自性{土屋)

と
一
時
法
機
関
(
最
高
人
民
法
霞
)
も
追
認
し
た
。

る

なの

届欝
の r
苧五
、 け
「 る
現暴
行本
盤的
法障
は題
全は
罰

食器
代の

表蓋
大上
会的
常解

i ? 
会護
憲上

を共
解産
釈党
すが
る独
と占
規的
定に
し掌
て謹
いし
るで
けい
れる
どと
もい
、う

常こ

I f 

会
は
今
ま
で
一
度
も
正
式
に
、
専
門
的
な
憲
法
解
釈
を
宥
っ
て
い
な
い
」
と
雷
う
。
門
法
学
研
究
い

一
九
九
二
年
五
期
、

喝、、宅、、宮司、
o
t
h

J
'
J
'
望

夕

{

羽

網

た
故
に
行
う
に
し
て
も
、
現
在
の
権
力
構
造
か
ら
し
て
、
ぞ
れ
は
略
式
的
な
も
の
と
な
ろ
う
)
。
つ
ま
り
、
権
利
に
関
す
る
憲
法
規
定

と
盟
家
体
制
維
持
に
関
す
る
憲
法
規
定
の
両
者
の
う
ち
後
者
を
饗
鵡
さ
せ
る
不
可
逆
的
な
決
定
機
が
共
産
党
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
産
党
は
実
質
的
に
「
憲
法
と
法
律
を
超
越
で
き
る
」
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
共
産
党
の
続
事
的
指
導

と
人
権
の
開
関
係
の
問
題
は
、
こ
こ
に
集
中
的
に
現
出
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
今
日
に
お
い
て
も
義
本
釣
に
は
一
驚
し
て
い
る
〈
中
国

共
叢
党
第
十
間
罰
金
醤
代
表
大
会
ぞ
江
訳
民
総
書
記
は
、
「
お
よ
そ
党
の
執
政
的
地
位
と
統
率
的
指
導
の
機
能
を
疑
い
、
弱
め
、
寄
定

す
る
よ
う
な
観
点
ど
や
り
方
は
全
て
誤
り
で
あ
り
、
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
い
と
断
じ
る
。
町
人
民
日
報
』
…
九
九
二
年
十
月
一
一
一
日
〉
。

共
産
党
の
統
率
的
指
導
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
!
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
最
後
の
砦
と
し
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。そ

れ
で
は
、
共
産
党
の
続
率
的
指
導
は
、
現
実
的
に
は
い
か
な
る
理
由
で
堅
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
第
一
に
、
「
党
の

税
率
的
指
導
を
襲
持
し
て
こ
そ
中
国
の
国
情
に
適
合
し
た
正
確
な
路
線
、
方
針
、
政
策
を
制
定
で
き
る
川
第
二
に
、
「
中
国
共
産
党
だ
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け
が
金
属
の
十
一
憶
の
人
民
を
閉
結
さ
せ
る
核
心
的
力
と
な
り
社
会
的
安
定
一
-
-
と
国
家
的
統
一
を
確
保
で
き
る
川
第
三
に
、
「
党
の
統
率

的
指
導
を
堅
持
し
て
こ
そ
現
代
化
競
散
の
社
会
主
義
的
方
向
を
堅
持
で
き
る
h
第
四
に
、
「
中
国
共
叢
党
だ
け
が
中
国
的
特
色
を
有
し

た
社
会
主
義
の
議
散
を
統
率
的
指
導
で
き
る
広
大
な
幹
部
の
隊
列
を
擁
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
李
哲
「
堅
持
和
改
善
覚
的

領
導
揺
強
覚
的
自
身
建
設
」
吋
人
民
日
報
い

一
九
九
二
年
九
男
七
詰
)
。
こ
れ
に
更
に
説
明
を
・
加
え
れ
ば
、
第
一
に
、
共
産
党
が
統
率
的

指
導
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
が
面
し
て
い
る
「
各
種
の
穣
維
な
局
蘭
い
に
縦
横
に
対
高
マ
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
「
現
代
化
い
の
た
め
の
「
資
本
主
義
」
的
経
済
政
策
の
導
入
も
含
ま
れ
る
。
第
二
に
、
共
産
党
だ
け
が
「
十
一
僚
の
人
口

の
思
想
と
行
動
を
統
こ
で
き
、
こ
の
「
続
準
的
指
導
の
棋
心
」
が
な
け
れ
ば
中
盤
は
混
乱
し
分
裂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一

に
、
共
産
党
が
統
率
的
指
導
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
関
の
「
現
代
化
」
が
吋
全
面
的
西
洋
化
」
、
資
本
主
義
的
現
代
化

に
な
ら
ず
、
「
社
会
主
義
的
方
向
」
を
保
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
政
権
祖
当
能
力
を
有
し
て
い
る
の
は
共
叢
党
だ
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け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

議
の
説
縛
力
を
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
権
を
援
座
に
据
え
れ
ば
、
共
産
党
の
統

率
的
指
導
と
人
権
保
障
は
、
天
安
門
事
件
が
象
機
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
質
的
に
鋭
い
緊
援
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
共
産
党
の

統
率
的
指
導
の
制
度
、
作
成
、
方
法
の
「
改
善
」
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
「
党
の
統
率
的
指
導
の
作
態
を
充

こ
れ
ら
は
、
中
屈
の
内
外
に

分
に
発
揮
す
る
た
め
」
に
必
饗
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
共
麗
党
の
続
準
的
指
導
の
堅
持
と
い
う
原
則
の
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
た
人
権
は
、
そ
の
自
由
性
に
れ
剥
い
て
原
理
抽
出
に
狭
院
で

あ
る
が
、
次
に
中
掴
の
人
権
は
、
権
利
と
義
務
の
統
一
の
環
則
の
下
で
、
国
家
的
・
集
団
的
利
益
の
下
位
に
立
つ
。

憲
法
に
次
の
規
定
が
あ
る
。
「
い
か
な
る
公
民
も
、
憲
法
及
び
法
律
の
定
め
る
権
利
を
家
有
し
、
ま
た
憲
法
及
び
法
律
の
定
め
る
義

務
を
緩
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
第
一
一
一
一
一
一
条
刀
こ
れ
は
特
異
な
規
定
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
書
」
は
吋
権
利
と
義
務
の
統



一
を
強
穏
す
る
こ
と
は
中
回
締
法
制
の
一
つ
の
基
本
原
闘
で
あ
る
」
と
一
曹
三
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
中
国
の
憲
法
書
は
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
「
社
会
主
義
曲
家
は
人
誌
が
主
人
公
の
屋
家
で
あ
り
、
題
家
は
人
民
の
た
め
に
、
人
口
誌
は
国
家
の
た
め
に
、
組
家
と
人

践
は
一
つ
の
全
体
に
凝
鶴
し
て
お
り
、
こ
れ
は
根
本
よ
か
ら
厨
家
、
集
顕
の
利
益
と
公
畏
借
入
の
科
益
の
絞

を
楳
証
し
て
い
る
。
こ

の
統
一
は
、
憲
法
上
、
公
民
の
基
本
的
権
利
と
義
務
の
一
致
性
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
〈
粛
欝
襲
他
編
著
吋
憲
法
学
概
議
[
修
前
本
山
』

中留め人権の携迭とそこにおける信教の幾自の構湯上の共滋性と童話自性(ニu量}

一
八
五
頁
〉
。
そ
れ
で
は
、
権
利
と
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
、
ど
う
調
整
す
る
の
か
。
こ
こ
で
憲
法
第
五
一
条
と
接
続

さ
れ
る
。
即
ち
、
「
わ
が
国
の
公
践
の
権
利
華
僑
と
義
務
遵
守
の
閣
で
筆
干
の
矛
膚
が
帯
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
矛
緩
は
本
賞
的
一

致
を
基
礎
と
す
る
人
民
内
部
の
矛
重
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
基
本
滋
闘
は
、
憲
法
五
一
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
時
ち
、
公
民

一
九
八
五
年
、

が
自
由
と
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
龍
家
、
社
会
、
集
聞
の
利
益
な
ら
び
に
そ
の
他
の
公
民
の
合
法
的
な
自
由
及
び
権
利
に

損
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
〈
附
右
、
二
八
六
貰
)
。
俄
の
文
献
は
、
よ
り
明
確
に
「
個
人
の
利
益
は
国
家
の
利
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益
に
服
従
し
、
局
部
の
利
益
は
金
体
の
科
益
に
緩
従
し
、
暫
時
の
利
益
は
長
期
の
利
益
に
服
従
す
る
」

一
九
人
二
年
、

〈
張
友
議
等
審
吋
憲
法

一
四
八
東
〉
。
こ
の
原
艇
は
、
天
安
門
事
件
で
の
弾
圧
を
追
認
し
た
第
七
期
金
調
人
民
代
表
大
会
第

論
文
集
[
続
編
出

入
間
常
務
義
国
民
会
会
議
〈
一
九
八
九
年
六
月
二
九
日
〉
に
お
い
て
、
万
里
委
員
長
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
最
近
で
も
、
共
産

党
理
論
誌
は
「
社
会
主
義
社
会
は
公
有
制
を
主
体
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
そ
の
社
会
で
は
、
い
か
な
る
個
人
の
発
襲
、
個
人
の
機
利
の

実
現
も
す
べ
て
、
集
団
の
ゆ
・
で
か
つ
集
回
の
発
撲
に
依
存
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
」
と
諭
じ
て
い
る
(
棟
先
遣
「
社
会
制
度
輿
人

機
い
「
求
長
い

一
九
九
ニ
年
七
期
、
二
二
葉
〉
。

し
か
し
、
社
会
主
義
韻
家
に
お
け
る
醤
家
・
集
聞
の
科
識
と
信
人
の
利
益
の
一
致
性
と
い
う
復
説
は
、
隣
家
・
集
剖
の
科
援
が
現
実

に
個
人
の
割
引
越
に
還
元
さ
れ
る
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
車
構
と
な
る
。
「
公
有
税
い
が
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
擁
立
に
可
能
性
を
与
え
る
に
し
て
も
、
ぞ
れ
に
直
結
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
現
実
の
「
社
会
主
義
悶
家
」
の
こ
れ
ま
で
の
騰
史
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が
実
証
し
て
い
る
。
実
は
、
中
留
で
も
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
大
落
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
民
主
化
運
酷
が
謹
り
上
が
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
サ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
常
に
傭
人
の
科
議
が
国
家
・
集
慢
の
利
益
と

け
で
な
い
。
一
致
す
れ
ば
権
利
概
念
も
必
繋
で
な
い
。
体
制
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
本
質
的
に
穣
剥
を
権
利
た
ら
し
め
る
の
は
、
調
民

各
人
が
主
体
的
に
そ
れ
を
行
使
し
て
、
物
質
的
・
精
神
鵠
に
究
実
し
た
生
活
令
官
中
受
・
郵
造
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
篠
か
に
、
こ
の
各

致
す
る
わ

人
の
主
体
的
権
利
の
問
で
、
ま
た
は
主
体
的
権
利
と
鴎
家
・
集
団
の
利
益
の
際
で
の
襲
撃
の
原
理
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
中
国
で
は
、

権
制
約
と
義
務
の
統

の
原
則
を
還
し
て
、
閣
家
・
集
団
、
全
体
、
農
期
の
利
益
が
個
人
、
局
部
、
暫
時
の
利
議
よ
り
優
怠
品
開
地
伎
に
あ

る
こ
と
が
、
ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
中
留
の
人
権
の
権
利
と
し
て
の
規
続
性
の
畿
霧
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
見
に
、
「
生
存
権
い
第

の
嵐
別
に
よ
っ
て
、
人
権
の
中
で
の
政
治
鈴
、
精
神
的
人
権
、
人
身
の
告
白
は
生
存
織
に
つ
な
が
る
経
済

的
、
社
会
的
人
権
よ
り
も
覆
先
頗
泣
が
低
い
。
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「
白
骨
慣
」
は
一
言
、
っ
。
「
一
つ
の
欝
と
民
旗
に
と
っ
て
人
権
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
人
民
の
生
存
権
で
あ
る
。
生
存
権
が
な
け
れ
ば
、
そ

の
依
す
べ
て
の
人
績
は
お
話
に
な
ら
な
い

難
醤
前
、
「
中
国
人
民
の
生
存
を
脅
か
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
帝
欝
本
義
の
穫
警
九
っ
た
。

こ
の
た
め
、
生
帯
機
を
か
ち
と
る
に
は
、
先
ず
国
家
の
独
立
を
か
ち
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
勺
建
調
後
も
、
「
中
国
共
驚
党
と
中
国

賞
し
て
人
民
の
・
衣
食
問
題
の
解
決
を
自
ら
の
最
も
重
要
な
さ
し
迫
っ
た
を
務
と
し
て
冬
た
い
が
、
今

B
、
「
人
民
の
衣
食
縄
問

題
は
基
本
的
に
解
決
さ
れ
、
人
民
の
生
蒋
悼
憾
の
簡
題
も
基
本
部
に
解
決
さ
れ
た
」
。
し
か
し
、
「
中
国
で
は
人
民
の
生
存
権
を
保
護
し
、

政
府
は

人
畏
の
生
帯
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
い
ま
な
お
最
も
暢
属
製
な
開
問
題
で
あ
る
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
国
は
「
弦
然
と
し
て
発
麗
途
上

で
あ
り
、
「
ひ
と
た
び
動
乱
や
他
の
英
容
が
発
生
す
る
と
、
人
民
の
生
帯
績
が
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
生
存
権
い
第
一
の
額
点
は
、
や
鑓
が
強
調
す
る
「
爵
情
」
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
で
あ
る
。
今
な
お
、
多
く
の
発
展
途
上
諸

詔
が
深
刻
な
貧
題
、
飢
織
に
苦
し
ん
で
い
る
中
で
、
膨
大
な
人
口
を
抱
え
る
中
醤
の
生
存
権
の
問
鱒
が
「
基
本
的
に
解
決
祭
れ
た
」
と



公
的
に
宣
雷
同
さ
れ
た
の
は
、

一
つ
の
歴
史
的
成
楽
で
あ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
、
生
存
権
離
視
が
他
の
人
権
の
尊

重
に
連
動
せ
ず
、
む
し
ろ
他
の
人
権
の
抑
庄
、
制
限
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
生
存
権
」
第
一
の
犠
点
は
、
国

内
的
に
「
安
定
問
結
」
を
最
優
先
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
安
定
自
結
」
を
動
揚
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
、
内
容
で
の
人
穫
の

行
使
、
主
張
は
抑
在
、
制
限
な
い
し
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
安
定
団
結
」
の
保
持
は
現
体
制
の
維
持
を
意
味
し
、
こ
れ
は

<t翻の人績の携迭とそこにおける信教の商砲の構造上の共通伎と獄自性(土騒)

共
産
党
の
統
率
的
指
導
の
堅
持
に
つ
な
が
る
と
い
う
構
図
に
も
な
っ
て
い
る
。

入
機
会
菌
情
と
結
び
つ
け
、
ぞ
の
障
情
に
よ
っ
て
人
権
を
制
約
す
る
環
論
的
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
守
l

タ
続
領
批
判
』
の
中
の
、
「
権
剥
は
、
社
会
の
経
済
構
造
設
ぴ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
腕
約
さ
れ
る
文
化
の
発
襲
よ
り
も
高
度
で
あ
る
こ
と
は

け
っ
し
て
で
き
な
い
」
と
い
う
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
中
関
の
体
制
約
的
論
は
主
張
す
る
。
「
人
権
は
上
部
構
造
に
磁
調
し
、
ぞ

の
存
在
と
発
展
は
、
社
会
の
経
済
構
造
友
び
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
校
会
の
文
化
の
発
展
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
越
え
る
こ
と
も
で
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き
な
い
」
。
「
我
々
が
憲
法
と
法
律
を
制
定
し
て
公
民
の
基
本
的
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
際
、
長
ず
わ
が
留
め
実
際
状
況
か
ら
出
発
し
、

わ
が
国
の
現
実
の
政
治
、
経
済
、
文
化
の
発
農
水
準
と
適
搭
忽
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勺
「
わ
が
国
の
人
権
の
保
障
と
促
進
は
、
漸
進

一
気
に
実
現
で
き
な
い
。
人
権
保
様
の
悲
し
迫
っ
た
任
務
は
、
十
一
億
人
民
の
生
寡
の
権
利
及
び
そ
の
生
存

的
発
農
の
過
程
で
あ
り
、

条
件
を
改
善
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
岡
公
誌
の
各
識
の
権
利
の
事
宥
と
実
現
は
、
根
本
上
か
ら
、
箇
家
の
政
治
の

安
定
と
社
会
、
経
済
、
文
化
の
発
展
に
依
拠
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
(
叫
《
中
菌
的
人
権
状
況
》
〔
白
度
審
〕
学
習
材
料
』

一
九
九

年

一
七
三
頁
)

)

α

し
か
し
実
は
、
す
べ
て
の
人
擦
が
等
し
く
客
観
的
条
件
の
拘
束
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
客
観
的
条
件
に
最
も
強
く
影
響
を
受
け

る
人
権
は
経
務
的
、
社
会
的
権
利
た
る
生
専
権
で
あ
っ
て
、
政
治
的
・
精
神
的
人
権
、
人
身
の
自
由
で
は
な
い
。
両
者
の
人
権
の
性
鷺

は
異
な
る
。
後
者
は
経
済
水
準
と
は
相
対
的
に
数
立
し
て
い
る
。

一
九
六
六
年
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
、

一
九
七
六
年
に
効
力
発
生
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し
た
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
醤
際
環
約
」
(
空
襲
規
約
〉
と
「
市
民
鵠
及
び
政
治
鵠
権
轄
に
関
す
る
臨
際

歳
約
」
(
自
治
権
規
約
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
構
造
の
相
遣
は
こ
の
こ
と
安
示
し
て
い
る
。
社
会
権
規
約
は
権
利
の
「
漸
進
的
実
現
い

を
襲
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
社
会
権
が
軽
済
的
社
会
的
義
援
の
持
東
を
強
く
受
け
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
他
方
、
自
由
問
機
規
約
は

「
漸
瀧
的
実
現
」
の
規
定
を
観
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
自
由
権
が
「
即
時
的
」
に
実
要
可
能
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
自
由
権

も
客
観
的
条
件
の
…
定
の
制
約
を
受
け
る
が
、
同
時
に
そ
の
傑
績
は
客
観
的
条
件
の
改
善
の
テ
コ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
権
は
客

観
的
条
件
の
改
善
の
後
に
「
漸
違
約
」
に
実
現
さ
れ
る
性
賓
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
国
際
的
認
識
か
ら
し
て
、
す
べ
て
の
人
権
の
カ
タ
ロ
グ
を
経
済
的
土
台
を
薬
品
剰
と
す
る
人
権
体
系
に
組
み
込
み
、
そ
の
人

権
体
系
の
中
で
「
生
存
権
い
第
一
以
下
に
序
脳
内
づ
け
を
行
う
中
国
の
輸
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
性
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
即
時
的
」

実
現
が
可
能
な
政
治
的
、
精
神
的
人
権
、
人
身
の
自
由
を
も
「
現
実
の
政
治
、
経
済
、
文
也
の
発
展
水
準
」
に
服
さ
せ
る
論
理
は
、
現
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議
の
客
観
的
制
度
た
る
政
治
体
鎖
を
批
判
、
攻
撃
す
る
よ
う
な
人
権
行
使
は
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
を
京
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
白
書
」
鹿
身
が
翠
め
る
よ
う
に
、
中
関
の
「
経
済
発
砲
恨
の
水
準
は
ま
だ
か
な
り
低
く
、
人
民
の
生
活
水
準
は
先
進
盟
と
比

べ
で
か
な
り
大
き
な
開
込
町
」
が
あ
り
、
生
存
権
の
保
障
、
実
現
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
抵
い
レ
ベ
ル
の
生
存
権
の

保
障
が
他
の
人
織
の
保
障
の
レ
ベ
ル
を
も
髭
位
に
地
盤
す
る
と
い
う
構
聞
に
な
っ
て
い
る
。

更
に
、
生
存
権
は
中
富
で
は
一
般
に
集
岡
山
釣
人
権
と
控
謹
怒
れ
て
お
り
〈
「
・
白
書
」
が
重
視
す
る
「
発
農
機
」
も
問
様
)
、
「
生
存
権
」

第
一
の
原
則
は
、
権
利
と
義
務
の
統
一
の
原
則
と
相
ま
っ
て
、
集
陸
、
全
体
の
利
益
を
億
人
的
人
権
よ
り
儀
先
さ
せ
る
機
龍
を
果
た
し

て
い
る
。

以
上
の
中
器
の
人
績
の
閣
内
的
次
元
で
の
保
障
構
造
を
饗
約
す
る
と
、
中
聞
の
人
権
は
共
産
党
の
統
率
的
指
導
の
堅
持
と
い
う
枠
組

内
で
容
認
さ
れ
、
そ
し
て
個
人
的
な
人
権
は
国
家
、
社
会
、
集
留
の
靭
識
の
下
殺
に
立
ち
、
東
に
、
個
人
的
人
権
の
中
で
も
、
政
仏
語
、



精
神
的
人
様
、
人
身
の
自
由

q
自
由
権
」
)
は
最
も
畿
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
替
え
る
。

(
担
し
、
中
国
の
理
鎗
界
で
は
近
年
、
人
権
論
は
多
様
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
斬
新
な
論
と
し
て
、
権
力
制
約
論
、
「
安
定
自
給
」

の
卦
制
捜
と
し
て
の
民
主
の
不
可
矢
論
、
権
利
と
義
務
の
相
対
的
強
立
論
、
権
制
判
本
堂
論
、
個
人
的
人
権
の
中
の
政
治
的
、
精
神
的
人
種
、

!p閣の人権の構造とそこにおける領事~(1)自闘の構法上の共通性と独自稜{土厳}

人
身
の
自
由
と
経
済
的
、
社
会
的
人
権
の
隣
等
論
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
い
ま
だ
中
霞
の
支
配
的
見
解
に
上
昇
し
て

い
な
い
が
、
こ
う
い
う
中
間
で
の
新
潮
流
を
も
投
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
共
議
党
の
統
率
的
指
導
権
は
中
劉
の
あ

ら
ゆ
る
人
権
論
の
や
で
最
後
ま
で
タ
ブ
ー
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
タ
ブ

i
が
浸
食
さ
れ
始
め
る
持
、
中
認
の
人
権
論
は
決
定
的

転
換
点
を
遜
え
る
〉
。

儒
教
の
自
由
の
構
造
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需
教
の
自
由
は
人
権
の
一
つ
と
し
て
、
当
然
、
右
連
の
や
閣
の
人
権
の
構
迭
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
共
謀
党
の
重
要
文
献
が

明
訴
す
る
よ
う
に
、
三
水
教
を
割
利
用
し
て
党
の
統
率
的
諮
導
と
栓
会
主
義
制
度
に
反
対
し
た
り
国
家
統
一
と
民
族
臨
結
を
畿
壊
し
、
あ

る
い
は
宗
教
を
利
縛
し
て
マ
ル
ク
ス
・
レ
i
ニ
ン
主
義
、
毛
沢
東
思
想
に
震
対
す
る
笠
一
伝
念
行
う
こ
と
は
許
き
れ
な
い
円
「
す
べ
て
の

愛
陸
的
宗
教
組
織
は
、
党
と
政
府
の
統
率
的
諮
導
会
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

h
B
m教
を
贈
れ
み
の
と
す
る
す
べ
て
の
違
法
詑

罪
活
動
と
反
革
命
破
嬢
活
動
に
必
ず
断
罰
と
し
て
打
撃
を
与
え
る
い
と
さ
れ
て
い
る
{
虹
麓
編
駒
郡
「
設
柄
義
社
会
主
義
時
期
宗
教
関

艦
上
的
基
本
政
策
」
吋
紅
旗
い

一
九
人
二
年
十
二
期
、
五
j
七
頁
、
以
下
で
「
共
産
党
の
重
要
文
獄
」
と
言
う
場
合
、
こ
れ
を
指
す
〉
。

ま
た
、
個
人
的
人
権
と
し
て
(
及
び
宗
教
団
体
の
権
利
と
し
て
も
て
闘
家
、
社
会
、
集
問
の
世
俗
的
創
刊
益
の
下
怯
に
立
つ
。
更
に
、

精
神
的
人
権
と
し
て
、
人
権
の
中
で
も
最
も
器
使
に
伎
鑑
す
る
。
こ
の
こ
と
と
、
事
実
状
態
と
し
て
宗
教
活
動
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
と
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は
菊
次
元
の
鯖
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
需
教
の
自
由
は
人
機
構
造
の
中
で
他
の
精
神
的
人
権
と
共
通
し
て
、
そ
の
性
質
に
照
応
し
た
位
震
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
中
留
の
隈
家
体
制
に
お
い
て
は
、
信
教
の
自
由
は
他
の
人
権
に
み
ら
れ
な
い
独
自
設
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
性
質
上

の
独
自
牲
と
内
容
よ
の
融
制
臨
性
が
A

智
泊
ま
れ
る
。

(
1〉

性
質
上
の
独
自
性
。
こ
れ
は
、
宗
教
が
建
罰
の
指
導
思
想
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
相
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
、
原

理
的
独
自
牲
と
も
脅
え
る
。
つ
ま
り
、
「
宗
教
は
本
質
上
か
ら
欝
え
ば
、
非
科
学
的
で
あ
る
。
宗
教
は
蹴
概
念
論
の
技
会
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

i
ニ
ン
主
義
の
唯
物
輸
の
世
界
観
と
対
立
し
て
い
る
」
(
許
察
檀
吋
中
関
憲
法
学
い
一
九
人
六
年
、
一
一

O
ニ

貰
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
捺
理
的
独
自
性
と
し
て
、
権
科
の
消
極
性
、
過
渡
期
性
、
政
策
性
が
あ
げ
ら
れ
得
る
。

先
ず
、
権
利
の
消
極
性
と
は
、
宗
教
の
儲
値
を
積
復
的
に
認
め
て
、
あ
る
い
は
価
積
中
立
的
に
壌
教
の
自
由
そ
承
認
し
た
の
で
は
な
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く
、
客
観
的
必
要
に
基
づ
い
て
消
極
的
に
そ
れ
を
保
障
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
社
会
主
義
の
時
期
に
は
ま
だ
宗
教
を

信
縛
す
る
人
が
お
り
、
こ
れ
は
無
視
で
き
な
い
客
観
的
事
実
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
事
実
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
張
継
安

試
論
我
閲
社
会
主
義
時
期
的
宗
教

世
界
刃-;;

教
研

窓

一
九
人
五
年
四
期
、
六
七
貰
)
、
「
接
教
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
議
教
を
信
仰

す
る
入
が
い
る
か
ぎ
号
、
確
固
と
し
て
健
伺
の
自
砲
を
保
障
・
ず
る
政
策
を
実
智
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〈
辛
林
「
定
着
す
る
議
教
政

策
い
吋
北
京
鹿
報
」

一
九
人
胆
年
一
一
一
号
、
盟
事
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
性
質
は
、
他
の
入
績
に
は
み
ら
れ
な
い
狭
自
な
患
の
で

あ
る
。
こ
の
権
利
の
禅
譲
性
は
鴎
家
に
と
っ
て
の
宗
教
と
共
産
党
に
と
っ
て
の
宗
教
の
二
分
論
に
現
れ
て
い
る
。
即
ち
、
間
家
と
の
関

係
で
は
、
宗
教
は
公
民
個
人
の
自
由
選
択
の
問
題
、
会
民
摺
人
の
私
事
で
あ
る
。
憲
法
上
の
盤
教
の
自
由
は
こ
の
蟻
点
か
ら
の
規
定
で

あ
る
。
し
か
し
、
第
教
と
共
産
党
の
筒
に
は
宗
教
主
私
事
原
闘
は
連
用
さ
れ
な
い
。
宗
教
の
止
揚
を
論
乙
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
党
に

と
っ
て
、
宗
教
は
本
質
的
に
消
極
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
と
共
産
党
の
関
係
に
投
影
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
共
産
党



に
と
っ
て
は
宗
教
批
判
が
原
則
と
な
る
。
む
ろ
ん
党
員
も
無
神
論
者
で
み
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
更
に
問
題
な
の
は
、
国
家
に
と
っ

て
の
宗
教
U
私
事
療
躍
は
字
畿
通
り
に
は
貫
徹
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
、
「
共
産
主
義
の
教
育
を
進
め
、
弁
証
法

的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
の
教
育
を
行
う
」
〈
愈
法
第
ニ
期
間
条
)
権
限
を
有
す
る
。
無
神
論
教
育
は
〔
現
品
目
化
」
政
策
と
矛
議
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
{
高
度
な
社
会
主
義
的
精
神
文
明
を
建
設
す
る
こ
と
は
社
会
主
義
的
現
代
化
を
実
現
・
ず
る
こ
と
の
重
要
内
容

中関の人事障の型車遣とそこにおける億教の自白の機途上の共送後と独自後{土屋)

の
一
つ
」
で
あ
り
、
{
無
神
論
教
育
を
行
う
こ
と
は
社
会
主
義
的
精
神
文
明
会
建
設
・
ず
る
こ
と
の
必
然
的
饗
求
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

〈
器
仲
厳
{
対
進
行
無
神
論
教
育
的
一
曲
刊
誌
怠
考
」
吋
無
神
論
、
議
教
』

に
叢
接
干
渉
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
準
教
の
影
響
を
{
脇
村
に
青
少
年
に
対
し
て
〉
抑
制
、
議
定
先
す
る
作
用
を
来
た
す
こ
と
は
杏
定

一
九
九
二
年
二
期
、
十
人
草
。
こ
の
無
神
論
教
育
は
議
教
活
動

で
議
な
い
。

次
に
、
権
利
の
議
波
制
知
性
と
は
、
宗
教
は
必
然
的
に
生
或
、
発
展
、
消
滅
の
過
程
を
歩
み
、
錯
教
の
自
由
は
理
論
的
に
は
、
将
来
、
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宗
教
の
髄
然
消
滅
の
と
き
ま
で
存
続
す
る
と
さ
れ
る
。
権
利
の
こ
の
遍
渡
期
性
も
特
典
で
あ
る
。
{
四
つ
の
現
代
化
が
発
畏
す
る
に
つ

れ
て
、
わ
が
関
人
民
が
享
受
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
は
た
え
ず
拡
大
し
、
新
た
な
水
準
の
も
の
へ
高
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
」
(
沈

宝
祥
他
「
世
界
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
」
『
北
京
燭
報
」

う
で
は
な
い
。
信
教
の
臨
由
以
外
の
人
権
は
、
社
会
、
経
済
、
文
先
的
諸
条
件
の
発
展
と
と
も
に
、
そ
の
人
様
の
基
盤
は
強
化
、
拡
大

九
八
二
奪
三

O
号
、
十
人
頁
)
と
韓
と
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
の
人
権
が
そ

さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
信
教
の
邑
密
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
一
定
の
時
期
ま
で
は
拡
大
も
あ
り
得
る
が
〈
こ
れ
は
宗
教

発
展
の
客
観
的
条
件
が
ま
だ
存
す
る
と
い
う
こ
と
合
前
提
に
す
る
)
、
長
途
的
に
は
鎗
教
の
・
自
由
の
存
在
碁
盤
は
弱
化
す
る
。
つ
ま
り
、

宗
教
そ
の
も
の
が
生
或
、
発
援
、
消
滅
の
道
程
会
た
ど
る
と
さ
れ
、
関
然
及
び
社
会
に
対
す
る
綾
傷
能
力
が
発
幾
す
る
と
と
も
に
、
宗

教
の
事
在
義
猿
は
弱
化
・
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
儒
教
の
自
由
の
存
在
理
由
も
そ
れ
に
対
応
し
て
希
薄
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
「
理
論
的
い
に
は
そ
う
で
あ
る
。
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最
後
に
、
権
利
の
政
策
性
と
は
、
犠
教
の
官
出
を
保
樟
す
る
自
的
は
、
宗
教
橋
侮
者
と
の
乾
擦
を
避
け
、
信
傷
者
大
衆
・
説
教
界
人

土
と
間
結
し
て
鍍
等
の
積
極
性
を
引
引
き
出
し
、
信
得
者
と
非
儒
侮
者
の
連
合
を
袈
し
、
共
同
し
て
社
会
主
義
強
闘
を
建
設
す
る
た
め
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
産
党
と
政
府
の
特
定
の
政
策
的
意
密
が
基
援
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
勉
の
人
権
は
こ
う
い
う

援
絡
で
論
じ
ら
れ
な
い
。
中
富
の
文
畿
は
暁
礁
に
言
う
。
吋
宗
教
察
側
の
富
由
の
政
策
そ
実
行
す
る
こ
と
は
、
祭
教
を
僑
傑
す
る
広
大

な
大
衆
か
ら
社
会
主
義
を
建
設
す
る
横
様
性
を
引
き
出
す
の
に
有
利
で
あ
る
。
各
銭
族
の
頴
結
と
援
罷
の
統
一
に
有
利
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
根
本
的
に
替
っ
て
も
、
宗
教
の
消
滅
に
有
利
で
あ
る
。
宗
教
を
借
じ
る
者
に
関
し
て
替
え
ば
、
彼
等
が
宗
教
の
本
賞
を
は
っ

き
り
と
認
識
す
る
試
前
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
後
等
の
精
神
上
の
拠
所
で
あ
り
、
後
等
は
こ
れ
命
生
命
よ
り
重
い
と
考
え
る
。
宗
教
活

動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
被
等
の
経
常
生
活
の
大
事
に
な
っ
て
い
る
。
宗
教
を
脅
仰
す
る
大
衆
の
宗
教
感
情
が
損
な
わ
れ
る
が
ご
と
き

は
、
披
等
の
積
極
性
に
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
か
つ
ま
た
人
民
内
欝
の
矛
騒
を
散
化
さ
せ
、
安
窓
箇
結
に
蓄
を
及
ぼ
す
こ
と
に
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な

得
る

牟
鍍
韓

関
於

雲
主
義

g 
教
的
幾
償
問
嬢

万言

教

科
学

哲
学

一
九
八
二
年
、

一
一
一
賞
、
開
旨
、
陸
濯

生
「
確
立
維
護
・
宗
教
穣
仰
自
由
士
郎
憲
法
観
念
」
『
法
学
い

一
九
九
一
年
罷
期
、
大
息
。
要
す
る
に
、
現
段
階
、
宗
教
蒋
在
の
客
樫

的
法
熊
に
よ
っ
て
信
教
の
島
由
を
実
行
す
る
こ
と
が
檀
家
建
設
に
と
っ
て
有
制
初
で
あ
る
と
怒
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
客
鏡
法

脳
同
の
内
実
を
認
定
す
る
の
は
共
産
党
と
政
府
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
信
教
の
自
由
の
機
利
と
し
て
の
規
範
性
の
侵
食
の
可
能

性
は
措
失
し
な
い
。
こ
こ
に
は
、
特
定
の
持
期
の
信
教
の
自
由
が
権
力
意
思
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
る
可
能
性
が
長
期
的
に
存
続
す
る
。

〈

2
)

内
容
上
の
猿
島
性
。
稽
教
の
自
由
が
他
の
人
権
と
異
な
っ
た
内
容
を
有
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

右
述
の
性
質
上
の
独
自
性
が
権
利
内
容
上
に
浸
透
し
て
表
出
す
る
組
自
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
信
教
の
虫
歯
の
探
樟
の
あ
り
方
の
現

実
的
独
議
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
寵
定
性
、
管
漫
盤
、
民
族
性
が
含
ま
れ
る
。

先
ず
、
限
定
性
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
富
借
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
か
ら
し
て
、
宗
教
信
仰
者
、
宗
教
組
識
は
共
進
党
の
統
率



的
援
導
と
社
会
主
義
制
度
に
民
対
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
宗
教
を
利
用
し
て
反
革
命
活
動
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
更
に
、
「
正

常
な
宗
教
活
動
〕
の
み
が
閣
家
的
保
護
を
受
け
る
。
し
か
し
、
「
正
常
な
宗
教
活
動
」
の
憲
法
的
内
容
は
不
明
確
で
あ
り
、
ぞ
れ
が
現

実
に
何
を
意
味
す
る
か
は
、
実
際
上
、
主
に
共
産
党
の
政
策
及
び
政
府
の
震
建
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
〈
こ
の
た
め
、
宗
教
立
法

中閣の入擦の構造とそこにおける信教の告自の構造上の共通性と数自性(:1::騒}

の
必
要
憶
が
説
か
れ
て
い
る
。
孫
敢
「
試
論
義
層
的
宗
教
立
法
問
題
」
吋
政
法
議
塊
い

般
の
迷
稽
」
の
掛
問
題
を
み
て
み
よ
う
。

一
九
九
二
年
四
鰐
、
人
密
頁
以
下
参
照
づ
こ
の

「
正
常
な
宗
教
活
動
」
と
の
関
連
で
、
い
わ
ゆ
る
「
封
建
的
迷
信
」
、
吋

中
患
の
法
令
、
政
策
、
議
論
そ
整
理
し
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
番
え
る
。
第
一
に
、
愈
法
上
の
儒
教
の
自
由
の
対
象
は
宗
教

で
あ
る
。
第
二
に
、
封
建
鵠
漣
信
と
一
般
の
迷
信
は
宗
教
に
食
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
当
然
、
「
正
常
な
宗

教
指
動
」
で
は
な
い
。
第
三
に
、
封
建
的
迷
犠
は
健
教
の
闘
由
の
対
象
で
は
な
い
が
、
そ
の
す
べ
て
が
刑
法
上
の
処
鎮
の
対
象
と
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
対
象
と
な
る
の
は
、
封
建
的
迷
信
を
訓
何
回
帰
し
て
反
革
命
活
動
を
行
っ
た
者
、
及
び
封
建
前
述
信
を
か
り
て
デ
マ
を
と
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ば
し
財
物
を
詐
取
す
る
活
動
会
行
っ
た
神
模
、
選
捕
虜
で
あ
る
。
第
四
に
、
大
衆
の
封
態
的
述
儲
活
動
及
ぴ
一
般
の
強
健
活
動
説
ぴ
一
般

の
迷
信
活
動
は
犯
罪
で
は
な
い
が
、
批
判
と
教
育
の
対
象
と
な
る
。

こ
こ
で
当
然
、
間
臨
海
と
な
る
の
は
、
宗
教
と
封
建
的
迷
信
と
一
般
の
逮
僚
の
三
者
の
法
関
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
閣
で
は
、
こ
の
メ

ル
ク
マ

i
t
H
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
暖
綾
な
が
ら
も
、
支
配
的
見
解
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
宗
教
は
、
体
系
的
な
宗

教
哲
学
と
宗
教
教
義
を
有
し
、
厳
密
な
教
会
組
織
と
宗
教
阻
体
を
有
す
る
。
ぞ
れ
は
宗
教
制
度
、
宗
教
儀
式
及
び
宗
教
活
動
を
規
定
し
、

各
撞
の
形
態
の
宗
教
学
校
を
経
営
し
、
宗
教
の
後
継
者
を
養
成
し
て
い
る
。
宗
教
護
徒
が
入
教
す
る
に
は
一
定
の
手
続
き
が
必
繋
で
あ

り

一
定
の
教
護
会
遵
守
し
、
教
規
を
犯
し
た
な
ら
ば
一
定
の
処
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
・
中
に
は
宗
教
欝
徒
は
更
に
宗
教
に
対

し
て
一
定
の
負
担
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
封
建
的
迷
信
は
、
散
漫
で
無
組
離
で
あ
る
。
封
建
的
迷
需
職
業
者
の
中
に

は
後
続
者
を
養
成
す
る
の
も
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
韓
方
と
弟
子
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
封
建
的
迷
穫
の
中
に
も
何
ら
か
の
秘
密
の
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小
間
体
が
あ
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
地
方
性
の
も
の
で
あ
る
。
宗
教
と
封
建
的
迷
信
の
根
本
的
な
霊
前
は
、
宗
教
は
無
数
の
人
民
の
最

界
観
で
あ
る
が
、
封
建
的
迷
信
は
一
部
の
人
が
そ
れ
を
利
用
し
て
金
銭
を
だ
ま
し
取
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
が
世

界
畿
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ぞ
れ
が
世
界
(
人
類
践
身
を
含
む
)
の
形
成
に
対
し
て
一
つ
の
撃
っ
た
見
方
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
封
建
的
迷
積
込
、
鬼
、
持
、
天
命
令
識
と
て
い
る
と
主
猿
・
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
主
強
の
自
的
は
、
人
に
そ
れ
を
信
じ
さ
せ
て
か

ら
相
手
の
財
物
を
だ
ま
し
取
る
た
め
で
あ
る
。
封
建
的
迷
彊
は
た
だ
、
格
手
が
出
す
判
断
図
鑑
な
欄
間
鶴
を
回
答
し
た
り
(
鱒
え
ば
算
命
、

義
穂
、
扶
品
)
、
相
手
が
要
求
す
る
あ
る
穂
の
こ
と
が
ら
を
解
接
し
た
り
〈
調
え
ば
神
水
、
神
薬
、
求
克
求
女
)
、
病
人
の
暫
袴
の
苦
痛

を
除
い
た
り
〈
様
、
え
ば
駆
完
治
病
〉
、
相
手
の
将
来
の
運
命
と
そ
の
年
の
運
勢
の
善
し
悪
し
を
予
測
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
当
っ
て
も

当
ら
な
く
て
も
責
任
は
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
封
建
的
迷
需
は
、
何
か
世
界
観
の
慨
問
題
で
な
く
、
そ
れ
は
た
だ
旧
社
会
か
ら

残
さ
れ
て
き
た
、
能
人
の
財
物
を
だ
ま
し
叡
り
、
寄
生
生
活
安
滋
る
不
正
常
な
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
更
に
、
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般
の
迷
信
思
想
及
び
迷

常
活
動
は
、
倒
え
ば
、
棄
の
存
在
を
穫
と
、
各
獲
の
神
霊
(
，
竃
神
ヘ
，
家
神
ヘ
"
聞
け
袴
・
等
)
の
事
寂
を
信
じ
、
運
命
合
僚
と
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
迷
檎
思
想
の
支
配
下
で
自
発
的
に
何
ら
か
の
迷
標
活
動
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
人
は
、
い
か
な
る
宗
教
も
信
仰
せ
ず
、

教
護
捷
で
は
な
い
。
被
等
は
ま
た
、
い
か
な
る
封
建
的
議
憶
を
も
曇
泰
せ
ず
、
連
磐
職
業
者
に
頼
ま
な
い
。
単
純
な
宥
持
論
者
、
書
命

論
者
で
あ
る
。

こ
の
産
制
約
に
お
け
る
問
問
題
点
の
葉
子
を
あ
げ
る
と
、
①
封
態
的
迷
信
の
其
体
的
側
訴
に
含
ま
れ
る
諸
行
為
・
活
動
に
近
い
あ
る
い
は

類
似
の
要
素
は
組
織
宗
教
に
も
看
取
さ
れ
る
。
@
地
方
的
と
い
う
饗
紫
は
相
対
的
性
震
の
も
の
で
あ
る
。
窃
金
銭
を
だ
ま
し
窓
る
手
段

と
い
う
要
素
は
、
そ
の
中
に
は
自
発
性
が
合
ま
れ
て
お
り
、
組
組
機
宗
教
に
お
け
る
お
布
施
あ
る
い
は
献
金
〈
寄
付
}
と
の
相
患
が
不
分

種
で
あ
る
と
す
る
公
的
府
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
だ
ま
す
」
と
い
う
点
で
は
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ

明
で
み
る
。
宗
教
も
「
迷
信
」
の

る
は
ず
で
あ
る

oe
穀
の
迷
信
に
し
て
も
、
ぞ
れ
は
容
易
に
宗
教
め
る
い
は
封
建
的
迷
僚
と
接
合
し
う
る
。
舎
封
建
的
逮
彊
の
客
観



的
盤
悪
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
悪
態
的
風
俗
的
腐
食
の
側
面
に
も
着
目
し
た
封
建
的
迷
信
〈
及
び
一
般
の
迷
稽
)
に
対
す
る
批
判
・

{
反
対
も
、
そ
の
方
法
・
懇
様
に
よ
っ
て
は
、
あ
わ
せ
て
信
教
の
自
由
に
も
彰
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
霞
で
は
信
教
の
自
由
の
対
象
と
し
て
の
家
教
が
隈
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
を
ど
は
確
か
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
ニ
廷
の
組
犠
宗
教
、
既
成
宗
教
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
宗
教
把
握
か
ら
す
る
と
、
小
規
模
、
無
組
織
の
新
宗
教
、
土
俗
的

中聞の人織の機遣とそこにおける信教の自由17)携造上の共通性と独自後{土援}

宗
教
、
既
成
祭
教
か
ら
の
分
援
は
借
教
の
露
出
の
傑
障
の
枠
外
に
姻
押
し
出
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
堕
定
化
は
稽
教
の
自
由
の
限

定
化
に
つ
な
が
り
、
組
識
祭
教
、
既
成
宗
教
中
心
の
宗
教
把
撮
は
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
信
教
の
自
由
を
狭
小
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
中
期
で
の
信
教
の
自
由
の
権
利
の
性
質
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
的
迷
信
、

一
般
の
迷
療
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
、

宗
教
も
本
業
的
に
は
積
様
的
穏
健
を
有
し
て
い
令
い
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
今
日
、
中
国
で
は
、
封
建
的
迷
信
、

一
般
の

迷
信
の
吋
泡
護
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彊
教
の
自
自
の
保
擦
の
十
分
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
〈
識
、
民
法
通
期
第
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七
七
条
に
よ
っ
て
宗
教
団
体
は
財
産
所
有
権
を
有
す
る
が
、
こ
れ
は
正
常
に
機
能
し
て
お
ら
ず
、
国
家
政
策
上
連
ぴ
実
際
工
作
上
、
相

当
の
楳
乱
が
あ
る
。
孫
憲
忠
吋
財
国
法
人
財
産
所
有
権
和
議
教
財
麗
婦
薦
問
題
初
探
」
吋
中
国
法
学
」

一
九
九
O
年
脂
製
、
七
八
頁
以

下
参
照
)
。

次
に
管
理
性
で
あ
る
が
、
中
間
関
の
宗
教
活
動
は
右
越
の
信
教
の
自
由
の
猿
定
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
産
党
と
政
府
の
管
理
下
に

置
か
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
宗
教
職
者
は
宗
教
職
務
を
遂
行
す
る
格
制
を
有
す
る
が
、
そ
の
活
動
は
宗
教
語
体
の
指
導
下
に
あ
り
、
ま

さ
宗
教
職
者
は
必
ず
宗
教
焼
校
、
ヰ
マ
廟
の
養
成
・
教
育
を
経
て
、

一
定
の
宗
教
知
識
を
・
有
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、

各
接
教
は
い
ず
れ
も
、
家
教
書
、
典
籍
、
冨
像
友
び
そ
の
他
の
宗
教
用
品
会
編
集
、
出
版
、
取
次
緩
売
す
る
権
科
を
有
す
る
が
、
宗
教

ピ
ラ
を
散
布
し
た
り
政
府
の
主
管
部
門
の
許
可
を
経
な
い
で
宗
教
書
を
出
離
・
発
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
ニ
に
、
家
教
話
動
の
場
所

が
政
府
に
よ
っ
て
配
寵
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
所
は
政
府
の
家
教
事
務
部
門
の
指
導
下
で
諜
教
組
融
と
宗
教
職
者
の
素
知
で
管
理
さ
れ
、
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宗
教
鵠
動
の
詩
情
、
震
模
、
館
教
に
対
し
て
は
宗
教
経
識
が
按
排
す
る
。
こ
の
宗
教
活
動
の
場
所
以
外
で
布
教
し
た
り
有
神
論
を
宣
伝

ず
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
ま
た
、
宗
教
活
動
の
場
所
へ
行
っ
て
無
神
論
の
賞
伝
を
行
っ
た
り
、
欝
者
大
衆
の
間
で
有
神
か
無
神
の
弁

論
会
発
動
す
る
こ
と
も
許
き
れ
な
い

6

第
四
に
、
各
宗
教
は
自

5
の
金
菌
性
と
地
方
性
の
組
織
機
構
会
有
し
、
議
教
職
者
養
成
の
た
め

に
宗
教
践
校
を
運
営
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
い
ず
れ
も
共
燦
党
と
政
府
の
指
導
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
宗
教
組
織
の

経
務
は
、
共
産
党
と
政
府
が
宗
教
健
侮
の
自
由
の
政
策
を
貫
撤
・
執
必
ね
す
る
の
に
協
力
し
、
信
者
大
衆
と
宗
教
界
人
士
が
愛
国
主
義
、

社
会
主
義
の
自
覚
を
高
め
る
の
を
援
助
し
、
宗
教
界
の
合
法
的
裂
益
会
代
表
し
、
正
常
な
祭
教
活
動
受
按
排
し
、
教
務
を
処
理
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
管
潔
は
原
取
別
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
饗
理
に
お
い
て
各
宗
教
組
織
が
議
要
な

役
割
を
来
た
し
て
い
る
。
宗
教
組
織
は
、
「
政
府
と
信
徒
の
関
係
を
つ
な
げ
、
下
情
上
遣
、
上
情
下
遼
し
、
宗
教
活
動
そ
わ
が
国
の
懇

法
と
法
律
が
許
す
正
常
な
軌
道
に
の
せ
る
。
こ
の
作
用
は
、
い
か
な
る
そ
の
他
の
組
識
も
代
替
で
き
な
い
」
(
蒋
文
宣
「
談
談
我
党
鹿
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理
宗
教
腕
問
題
的
長
野
中
子
和
訪
者
」
『
世
界
宗
教
研
究
い

一
九
八
七
年
一
路
、

一一

O
貰
)
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
は
こ
の
管
理
念
、
宗

教
に
対
す
る
笛
家
の
「
行
政
管
寝
〕
と
「
{
永
一
教
に
対
す
る
宗
教
剖
体
自
身
の
警
理
」
を
相
互
に
結
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
激
要

性
を
強
調
す
る
〈
彰
耀
、
李
成
棟
「
関
於
我
国
宗
教
問
題
的
理
詰
思
考
〕
「
世
界
接
教
研
究
い
一
九
九
二
年
二
期
、
五
七
頁
可
宗
教
活

動
が
管
理
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
活
動
が
髄
常
的
に
共
産
党
と
政
府
の
監
識
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
管
理
詰

監
視
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
中
留
で
の
信
教
の
吉
自
の
権
創
刊
の
性
質
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
権
利
内
容
の
独
自
性
の
一
つ
が
出
て

い
る
。
〈
ち
な
み
に
、
現
在
、
中
屋
に
お
け
る
各
種
の
宗
教
組
織
は
二
千
余
健
、
宗
教
活
動
場
所
は
密
万
余
健
所
、
宗
教
職
者
は
二

O

万
人
、
宗
教
院
技
は
五

O
余
校
と
さ
れ
る
。
吋
人
誌
日
報
』

一
九
九
一
年
三
月
二
百
万

民
族
性
と
は
、
対
外
的
に
は
中
叢
誌
族
主
義
、
対
内
的
に
は
多
民
族
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
憲
法
は
「
宗
教
団
体

と
宗
教
事
務
は
外
聞
の
勢
力
に
よ
る
文
蕊
を
受
け
な
い
」
と
規
定
し
、
宗
教
関
係
で
の
中
華
民
族
主
義
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
内
容



に
擁
し
て
、
共
灘
党
の
重
繋
文
献
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
当
蘭
、
わ
が
関
の
彊
際
交
流
の
日
増
し
の
拡
大
に
し
た
が
っ
て
、

宗
教
界
の
対
外
関
係
も
日
増
し
に
発
展
し
、
わ
が
国
の
政
治
鵠
彰
響
を
拡
大
す
る
の
に
議
饗
な
意
義
含
有
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
と

間
持
に
、
関
探
上
の
宗
教
的
京
動
勢
力
、
特
に
帝
弱
主
義
の
宗
教
勢
力
も
、
察
教
交
流
を
利
用
し
て
浸
透
活
動
を
行
い
、
鯵
中
関
大
陸

に
再
び
一
決
る
a

こ
と
を
は
か
つ
て
い
る
。
我
々
の
方
針
は
、
宗
教
方
冨
の
掴
際
友
野
交
流
を
積
緩
釣
に
展
擁
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

中笛の人権の4構造とそこにおける億教のEHaの構造上の共通牲と重量磁性(土緩}

ま
た
外
題
の
宗
教
の
す
べ
て
の
敵
対
勢
力
の
授
避
を
断
固
と
し
て
栴
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
閣
の
祭
教
界
は
、
盟
棒
交
流
に
あ
た
っ

て
、
必
ず
、
独
立
自
主
、
教
会
自
替
の
原
闘
を
堅
持
し
、
聞
際
宗
教
度
動
勢
力
が
あ
ら
た
め
て
わ
が
臨
の
宗
教
を
支
配
し
よ
う
と
す
る

会
て
を
断
簡
と
し
て
抑
止
し
、
い
か
な
る
外
諮
の
教
会
及
び
宗
教
界
の
人
士
で
も
わ
が
醤
の
宗
教
事
務
に
子
与
す
る
こ
と
を
厳
罰
と
し

て
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
更
に
外
周
宗
教
組
織
〈
そ
れ
ら
が
支
寵
し
て
い
る
機
構
を
合
む
〉
が
、

い
か
な
る
品
刀
法
で
あ
ろ
う
と
も
、

わ
が
聞
に
缶
教
し
、
あ
る
い
は
宗
教
笠
器
材
料
会
大
量
に
密
輸
し
て
散
和
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
外
国
宗
教
の
波
動
勢
力
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が
わ
が
国
に
地
下
教
会
及
び
そ
の
他
の
不
法
組
織
を
難
立
す
る
の
を
高
度
の
警
戒
で
も
っ
て
厳
し
く
監
祖
し
、
宗
教
を
謀
れ
み
の
と
し

て
行
わ
れ
る
ス
パ
イ
破
壊
活
動
の
状
況
に
断
醤
と
し
た
打
撃
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
こ
に
は
、
単
な
る
宗
教
上
の
強
立
主
義
だ
け
で
な
く
、
権
利
内
容
上
の
援
定
性
、
管
理
性
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
信
教

の
自
由
の
権
利
牲
を
国
家
会
超
え
た
あ
る
い
は
醗
家
以
前
の
入
聞
の
主
体
鵠
な
も
の
と
し
て
認
識
せ
ず
に
、
「
愛
闇
愛
教
の
原
則
〕

の

一
?
に
、
「
社
会
主
義
の
新
中
震
が
な
け
れ
ば
宗
教
徒
の
諜
教
信
仰
の
自
由
の
権
利
は
な
く
、
宗
教
徒
と
そ
の
他
の
公
民
の
時
等
の
政
治

的
権
利
と
社
会
的
地
位
は
な
い
。
繁
栄
欝
強
の
社
会
主
義
罰
家
が
な
け
れ
ば
宗
教
事
皆
無
の
発
農
は
な
い
〕
〈
方
輿
「
社
会
主
義
時
期
的

宗
教
問
題
」
『
社
会
科
学
』

一
九
人
間
年
四
態
、
盟
七
貰
)
と
認
識
す
る
こ
と
の
結
楽
で
あ
る
。
こ
の
認
識
か
ら
、
す
れ
ば
、
儒
教
の
自

自
の
対
外
品
開
関
係
に
お
い
て
も
当
然
、
富
家
の
性
格
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ム
宗
教
上
の
中
華
民
族
主
義
は
、

の
来
安
門
事
一
件
後
は
体
制
刷
擁
護
の
た
め
の
反
「
和
平
演
変
」
闘
争
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

九
八
九
年
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他
方
、
多
民
族
主
義
は
中
憶
の
多
民
族
掛
ほ
か
ら
く
る
。
中
富
で
は
現
在
、
五
五
の
少
数
民
議
が
知
ら
れ
て
お
り
、
大
韓
の
総
人
誌
に

対
す
る
比
率
は
釣
八
%
で
あ
る
。
少
数
民
族
の
人
口
比
率
は
小
さ
い
が
、
そ
の
居
住
地
域
は
広
い
。
憲
法
上
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る

規
定
は
、
業
態
、
少
数
民
族
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
問
時
に
、
民
族
区
域
自
治
法
の
中
で
重
ね
て
鐙
教
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
聾
か

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
数
毘
族
の
聞
で
の
借
教
の
自
由
の
重
饗
性
を
来
し
て
い
る
と
同
時
に
、
護
教
の
鹿
島
の
権
利
の
性
質
上

の
務
自
性
(
清
極
性
、
過
渡
鰐
性
、
政
策
性
}
と
権
利
内
容
よ
の
独
自
性
〈
限
定
性
、
管
連
性
)
が
全
員
族
的
に
共
通
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
数
民
雄
と
漢
民
族
と
で
は
、
億
教
の
自
由
の
具
体
相
に
お
い
て
相
互
に
異
な
っ
た
臨
も
存
し
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
宗
教
の
存
在
の
社
方
が
相
互
に
異
な
る
こ
と
に
も
よ
る
。

第
一
に
、
少
数
民
族
の
濁
で
は
宗
教
信
仰
饗
は
多
く
、
し
ば
し
ば
民
挨
全
体
が
同
一
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
。
調
え
ば
、
田
族
、

ウ
イ
グ
ル
族
等
一

O
鏑
の
少
数
畏
族
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
、
チ
ベ
ッ
ト
擦
と
蒙
古
族
は
ラ
マ
教
令
、
タ
イ
艇
は
小
乗
仏
教
を
信
仰
し
て
い
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
員
族
の
陪
で
は
、
家
教
信
仰
押
容
は
比
較
的
多
く
な
く
、
か
つ
多
種
の
宗
教
を
砦
伸
し
て
い
る
。
第
二
に
、
少

数
民
族
の
宗
教
儒
仰
は
、
そ
の
箆
族
の
怯
続
、
饗
壌
と
融
合
し
、
民
議
文
化
・
心
理
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
寺
臓
を
民
族

存
在
の
象
概
と
み
な
し
て
い
る
少
数
民
族
も
あ
る
。
他
方
、
漢
民
族
の
宗
教
は
伝
統
文
化
の
構
成
部
分
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
民
銭

文
化
、
風
俗
習
慣
、
民
族
心
理
と
の
結
合
の
程
度
は
少
数
民
議
に
お
け
る
ほ
ど
緊
密
で
は
な
い
。
第
一
…
…
に
、
少
数
民
族
の
間
で
は
、
来

教
の
社
会
的
作
用
が
大
き
い
。
宗
教
の
教
義
、
戒
律
は
社
会
的
生
活
を
維
持
す
る
共
河
の
道
徳
規
範
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

漢
民
腕
に
お
け
る
祭
教
の
社
会
的
作
用
、
影
響
は
、
少
数
民
族
の
場
合
に
は
る
か
に
友
ば
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
現
解
怒
れ
る
の
は
、
少
数
民
擦
に
お
け
る
宗
教
問
畿
は
、
漢
民
族
に
お
け
る
そ
れ
に
比
し
て
、

層
複
雑
か
っ

関
難
な
性
接
点
官
有
し
て
い
る
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
少
数
詫
族
問
題
の
多
く
は
宗
教
と
関
わ
り
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
民

旗
問
題
は
、
共
産
党
と
醤
家
の
反
宗
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
性
と
矛
盾
・
緊
畿
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
着
遅
で
き
な
い
。
こ
の
矛



盾
・
緊
張
関
孫
の
解
消
の
一
つ
の
方
向
で
の
表
れ
が
民
族
機
梁
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
方
向
で
の
現
れ
は
民
族
抑
げ
は
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
い
ず
れ
の
方
向
も
矛
績
・
緊
張
側
関
係
を
根
本
的
に
解
消
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

間

国
際
社
会
に
お
け
る
告
教
の
密
由
と
の
比
較

ゆ聞の入車聾の構造とそこにおける徳教の自信の徳造上の尖遥伎と重量t幸俊{土屋}

議
教
の
自
由
に
関
す
る
闘
際
社
会
の
…
忠
の
基
準
が
苓
殺
す
る
。
「
世
界
人
権
策
雷
」
(
一
九
四
八
年
十
二
月
一

0
8国
連
総
会
決
議
郡

第
十
八
条
、
議
述
の
島
腐
権
規
約
第
十
八
条
、

2
5叡
又
は
信
念
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
不
寛
容
及
び
差
別
の
撤
寓
に
関
す
る
驚

〈
宗
教
的
不
貫
容
隷
療
宣
一
言
〉
」
(
一
九
八
一
年
十
一
月
二
五
円
筒
歯
連
総
会
決
議
)
で
あ
る
。
中
識
は
自
臨
機
鍵
約
に
い
ま
だ
加
入
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
霊
替
の
法
的
効
力
に
つ
い
て
論
識
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
霊
譲
、
規
約
は
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
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国
際
社
会
の
お
お
よ
そ
の
共
通
寵
識
を
訴
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

お
の
う
ち
、
世
界
人
権
笈
嘗
、
自
由
権
規
約
は
狭
義
の
摺
教
の
自
由
、
理
ち
犠
悔
、
普
念
の
自
由
に
慣
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
自

闘
は
国
際
的
合
意
が
得
や
す
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
規
定
内
容
は
、
形
式
的
に
は
中
国
の
憲
法
規
定
と
照
応
す
る
部
分
が
多
い
が
、
議
繋

な
差
異
も
あ
る
。
即
ち
、
世
界
人
権
貫
一
言
、
自
由
権
規
約
と
も
に
、
「
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
」
と
い
う
規
定
の
社
方
令
し
て

い
る
が
、
中
国
憲
法
は
「
宗
教
信
仰
の
自
由
」

k
議
定
し
、
「
思
想
、
良
心
の
富
由
い
を
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
技
術
的
樗

題
で
な
く
、
鵠
家
の
社
会
主
義
性
を
反
映
し
て
い
る
(
「
社
会
主
義
政
治
製
震
に
対
す
る
中
国
人
民
の
選
択
権
は
唯
一
の
込
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
動
揺
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
?
つ
こ
と
で
あ
る
、
孔
令
襲
、
或
猟
「
我
間
憲
法
有
関
公
民
権
規
定
的
特
色
」
司
法
学
い

一
九
九
二
年
一
一
一
期
、

。

他
方
、
宗
教
的
不
寛
容
撤
廃
笠
言
は
〈
中
富
は
こ
の
宣
言
に
賛
成
し
、
吋
そ
の
歳
定
を
執
行
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、

一
九
八
八
年
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一
一
月
、
関
連
人
権
委
員
会
で
暁
書
し
て
い
る
、
吋
中
国
富
療
法
年
刊
』

九
八
九
年
、
六
五
一
貫
て
自
由
権
規
約
第
十
八
条
を
取
り
込

み
な
が
ら
、
更
に
、

φ
盤
教
の
ム
慰
留
に
つ
い
て
き
わ
め
て
具
体
的
に
規
定
し
た
こ
と
、
@
政
教
分
離
の
部
分
的
な
(
全
面
的
で
な
い
〉

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
提
涼
し
た
こ
た
、
受
示
教
、
信
念
に
基
づ
く
難
路
は
「
人
様
」
の
罷
警
と
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
震
繋
な
意
義
そ

有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
論
で
き
な
い
が
、
中
留
と
の
関
係
で
若
干
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
当
譲
笠
替
第
六

条
は
「
患
娘
、
良
心
、
宗
教
又
は
信
念
の
自
由
」
の
範
爵
と
し
て
九
項
冒
安
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
、
「
宗
教
又
は
僧

必
ゅ
の
儀
式
又
は
懐
習
に
関
係
す
る
必
要
な
物
品
及
び
材
料
会
制
作
し
、
取
得
し
並
び
に
便
思
す
る
こ
と
」
、
「
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て

関
連
あ
る
出
援
物
を
著
述
し
、
発
行
し
及
び
普
及
さ
せ
る
こ
と
」
、
「
こ
れ
ら
の
言
的
に
遺
し
た
場
所
で
宗
教
又
は
摺
念
を
布
教
す
る
こ

と
」
、
「
器
内
的
及
ぴ
悶
際
的
平
寵
で
宗
教
及
び
信
念
に
つ
い
て
個
人
及
び
共
間
体
と
の
焚
流
を
確
立
し
か
っ
維
持
す
る
こ
と
」
等
は
、

中
国
の
稽
教
の
自
由
の
内
容
上
の
限
定
性
、
絡
掛
渡
性
に
よ
っ
て
強
い
税
約
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
条
二
項
の
「
す
べ
て
の
現
憲

は
、
父
母
又
は
場
合
に
よ
り
法
定
保
護
者
の
希
望
に
従
っ
て
宗
教
又
は
健
念
に
つ
い
て
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
享
有
し
、
か
っ
、
父
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母
又
は
法
定
保
護
者
の
希
望
に
反
し
て
宗
教
又
は
信
念
に
関
す
る
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
児
童
の
島
根
替
の
利
益
が
、

指
導
膿
理
だ
か
ら
で
あ
る
い
と
い
う
規
定
は
、
中
閣
の
公
教
育
に
お
け
る
「
共
康
主
義
の
教
育
」
「
弁
紙
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論

の
教
育
」
と
衝
突
守
る
。

更
に
、
当
該
宣
言
は
す
べ
て
の
捺
教
、
信
念
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
を
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
宗
教
、
脅
念
の
平
等
持
歯

家
の
中
立
性
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
家
教
は
中
盤
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
少
な
く
と
も
吾
定
的
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

当
議
室
欝
は
前
文
で
、
「
宗
教
又
は
信
念
が
、
そ
れ
を
億
乙
る
者
に
と
っ
て
は
、
人
生
観
の
基
本
的
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

宗
教
又
は
信
念
の
自
由
は
完
全
に
尊
重
さ
れ
か
つ
保
障
怒
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
」
と
し
、
ま
た
「
宗
教
及
び
儒
念
の
自
由
は
ま
た
、

世
界
平
和
、
社
会
的
正
義
及
ぴ
人
民
間
の
友
好
と
い
う
宮
様
の
達
成
、
並
び
に
、
機
昆
地
金
義
及
び
人
種
蓋
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
又
は



慣
行
の
撤
廃
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
」
す
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
は
、
議
教
の
一
定
め
価
鍍
評
摘
を
前
援
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
宗
教
は
本
質
的
に
は
潜
定
的
に
甥
擢
さ
れ
、
そ
こ
で
は
岡
家
は
宗
教
、
偲
念
{
無
神
論
会
合
む
}
に
対
し

て
中
立
的
で
は
な
い
。
政
教
分
離
の
彊
か
ら
替
え
ば
、
中
間
は
毘
家
に
よ
る
無
神
論
教
育
を
前
撮
と
し
て
で
の
管
理
的
な
政
教
分
維
で
争
h
w
o

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
中
関
の
信
教
の
自
由
は
罷
際
社
会
の
碁
準
に
照
ら
し
て
、
重
大
な
問
題
点
を
有
し
て
い
る
と
欝
え
る
。

中関の入纏の構透左そこにおける怨教の箆自の権主義上の共通性主独自性{土援)

今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
中
閣
の
信
教
の
自
由
の
性
質
上
の
独
自
性
H
原
理
的
独
由
民
性
は
少
数
援
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
内

容
上
の
独
自
性
H
現
実
的
独
自
牲
に
つ
い
て
は
根
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
界
各
掴
は
鍵
教
の
自
由
の
現
実
詣
で
、
程
度
、
内
容
の
差

は
あ
れ
、
種
々
の
問
問
離
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、
政
教
分
離
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
多
く
の
関
が
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
政
教
分
離
よ
、

一
一
つ
の
方
向
で
の
病
弊
が
存
す
る
。

一
つ
は
劉
家
〈
政
治
〉
と
宗
教
の
癒
着
と
い
う
病
弊
で
あ
り
(
こ
こ
で
の
宗
教
が
特
定
の
宗
教
・

教
派
の
場
合
、
他
の
宗
教
・
教
派
に
対
寸
る
締
法
、
蓋
部
を
と
も
な
う
)
、
も
う
一
つ
は
、
間
家
〈
政
治
)
が
宗
教
に
対
し
て
対
説
的
と
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な
る
と
い
う
病
弊
で
あ
る
。
中
国
は
後
者
の
躍
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
病
弊
も
当
該
笠
一
言
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
。

当
該
笠
一
言
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
何
人
も
、
宗
教
又
は
そ
の
他
の
磐
念
を
理
屈
と
す
る
間
家
、
機
関
、
個
人
の
集
開
又
は
倒

人
に
よ
る
差
別
を
受
け
な
い
〕
(
第
二
条
一
環
万
「
こ
の
章
一
習
の
適
用
上
、
盟
主
叡
又
は
信
念
に
基
づ
く
不
業
審
及
び
差
別
」
と
は
、
宗

教
又
は
議
念
に
基
づ
く
怪
刻
、
排
除
、
麟
盟
又
は
優
通
有
氏
伯
窓
口
容
で
あ
っ
て
、
平
等
な
立
場
で
人
権
及
び
藤
本
的
自
白
を
認
識
し
、
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化量
的る

生又
j震は
の効
す来
持〈岱

てとと

り言

動 3i
s ? 
2: 
会f
ii之
碁〈
本間
的条
隠こ
由壌
をゴ

承
龍
し
、
行
穫
し
及
び
享
有
す
る
に
当
っ
て
、
議
教
又
は
信
念
を
理
由
と
す
る
惹
訟
を
防
止
し
か
っ
徹
廃
す
る
た
め
の
実
効
的
な
措
覆

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〕
{
第
四
条
一
項
〉
。

こ
れ
ら
が
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
、
信
念
(
無
持
論
を
含
む
)
に
対
す
る
菌
家
〈
必
ず
し
も
龍
家
に
限
定
さ
れ
な
い
が
〉
の
中
立
性
を
意
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味
す
る
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
憲
悶
着
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
盤
(
こ
れ
に
も
原
理
主
義
製
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
型
が
あ
る
〉
は
一
言
う
ま
で

の
特
殊
地
設
が
容
認
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
襲
、
イ
タ
リ
ア
灘
、
ド
イ
ツ
型

も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
〈
あ
る
い
は
そ
の
一
定
の
教
派
〉

も
問
題
を
宥
す
る
。
ま
た
、
比
較
的
に
は
政
教
分
離
が
犠
底
し
て
い
る
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
、
日
本
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
「
徹
底
」

し
て
い
な
い
。
中
翻
は
逆
方
向
の
鵬
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
平
等
で
独
立
し
た
健
教
の
自
由
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
中
国

の
み
が
特
異
で
は
な
い
。
冷
戦
後
の
現
在
で
も
、
世
界
各
地
に
お
け
る
深
刻
な
紛
争
の
多
く
は
複
雑
に
宗
教
と
絡
ん
で
い
る
(
当
額
、

日
本
経
済
新
賭
社
緩
怒
哀
紙
か
ら
読
む
国
際
政
治
」

一
九
九
二
年
、
ジ
ル
・
ケ
ペ
ル
、
中
島
ひ
か
る
訳

2rm教
の
復
欝
』

一
九
九
二
年

等
参
照
〉
。
そ
れ
ら
の
総
争
の
妥
協
約
解
決
を
臨
難
に
し
て
い
る
の
は
、
議
教
に
内
を
す
る
「
情
念
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て

も

一
方
で
崩
家
と
宗
教
の
癒
着
、
他
方
で
鴎
家
と
宗
教
の
対
誌
は
、
章
一
穫
に
あ
る
「
世
界
平
和
、
社
会
島
正
義
及
び
人
民
間
の
友
好

と
い
う
日
様
の
達
成
」
に
費
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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〈
尚
、
政
教
分
離
に
関
わ
る
問
問
題
で
、
当
日
数
笠
言
の
第
三
条
が
、
「
宗
教
又
は
信
念
を
理
由
と
す
る
人
間
興
の
遊
関
は
、
入
荷
の
拾
得

厳
に
対
す
る
侮
辱
い
で
あ
り
、
「
人
権
及
び
義
本
的
自
由
の
護
審
」
及
び
「
懐
家
間
の
友
好
的
及
び
平
和
的
な
隈
採
に
対
す
る
陳
筈
」

と
し
て
、
「
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
当
該
宣
言
が
差
別
禁
止
H
劉
家
の
中
立
性
を
「
人
権
」
に
直

給
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
政
教
分
離
の
性
格
に
つ
い
て
の
日
本
の
譲
論
に
と
っ
て
も
示

唆
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
〉
。

五

展
譲

i
結
び
に
か
え
て

i

現
在
、
中
国
は
「
現
代
化
」
政
策
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
開
時
に
、
共
産
党
と
政
府
の
宗
教
政
策
の
枠
級
を
構
成
し
て
い
る
。



つ
ま
り
、
「
現
代
化
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
政
治
的
・
社
会
的
乳
離
を
最
小
銀
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
《
安
定
盟
結
」
〉
、
信
教
の
虫

由
も
こ
の
角
震
か
ら
把
接
さ
れ
る
。
共
護
党
の
麓
襲
文
献
が
論
じ
る
よ
う
に
、
吋
{
永
一
教
を
信
仰
す
る
大
衆
と
摺
仰
し
な
い
犬
猿
の
金
体

を
連
合
さ
せ
て
、
現
代
化
さ
れ
た
社
会
主
義
強
簡
を
建
設
す
る
た
め
に
共
陀
髄
争
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
我
々
が
宗
教
信
梅
の
自
由
の

政
策
安
貫
徹
、
執
行
し
、
す
べ
て
の
宗
教
政
策
を
進
め
る
上
で
の
根
本
的
出
発
点
で
あ
り
立
榔
一
点
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中固め人織のき韓遣をとそこに:aける億数の自由の構造上の共通伎と差益白後(水量産}

こ
の
方
針
に
顛
応
し
て
、
宗
教
の
進
歩
的
作
媛
、
祭
教
と
社
会
主
義
社
会
の
相
官
一
協
調
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
期

持
に
、
宗
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
世
界
観
上
、
思
想
体
系
上
、
穣
和
さ
れ
得
な
い
と
い
う
深
刻
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗

教
の
荷
側
一
郎
が
議
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
現
花
北
」
政
策
下
で
も
宗
教
は
一
種
の
緊
張
状
態
に
あ
る
こ
と
安
示
し
て
い
る
。
本

来
的
に
、
こ
の
政
策
下
の
儒
教
の
窮
由
は
二
種
の
方
禽
で
矛
露
、
緊
張
を
増
大
さ
せ
る
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
。

第
一
に
、
仮
定
上
、
「
現
代
化
い
が
将
来
的
に
実
現
さ
れ
て
い
く
場
合
、
そ
れ
は
社
会
主
義
の
基
盤
の
強
北
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
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し
て
、
こ
れ
は
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
喰
物
論
の
教
育
の
普
及
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
現
合
化
」
実
現
は
、
宗
教
の
存

在
基
盤
の
語
化
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
的
生
産
力
の
発
展
、
社
会
主
義
的
精
神
文
明
の
建
設
、
科
学
的
世

界
観
教
育
の
強
化
は
、
「
自
然
と
社
会
に
対
す
る
入
の
神
秘
感
と
依
存
惑
を
除
去
し
、
そ
う
し
て
宗
教
に
頼
っ
て
安
心
立
命
す
る
土
壌

と
条
件
を
根
絶
す
る
」
〈
万
斌
『
論
社
会
主
義
文
明
』

一
九
八
六
年
、

一
五

O
賞
、
国
務
壁
祭
教
事
務
局
局
撲
の
経
務
之
も
同
旨
の
こ

と
宣
言
、
士
宮
本
最
」

一
九
九
一
年
七
期
、
十
一
一
良
)
た
め
で
あ
る
。
あ
り
て
い
に
替
え
ば
、
現
段
階
、
震
教
の
自
由
を
認
め
て
い
る

の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
犠
仰
者
の
手
ネ
ル
ギ
!
を
「
現
代
化
」
建
設
へ
向
け
て
結
集
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
彼
等
の
子
糸
:
ル

ギ
!
の
分
散
化
も
し
く
は
対
抗
化
は
鮮
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
仮
に
強
制
の
契
機
は
存
し
な
い
に
し
て
も
、
築
遺
的
に

は
、
宗
教
信
州
押
者
は
宗
教
の
存
在
基
盤
の
弱
化
の
た
め
に
、
円
現
代
化
」
建
設
に
協
力
、
尽
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
「
現
代
北
」
の
た
め
の
「
改
革
a

酬
開
放
」
政
策
は
、
経
済
的
・
文
先
的
交
流
の
活
発
化
と
精
神
的
欲
求
の
解
放
を
と
も
な
っ
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て
お
り
、
こ
の
政
策
が
盤
持
谷
れ
る
限
り
、
中
屋
が
醤
う
「
非
社
会
主
義
思
想
」
「
券
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
思
想
」
の
外
か
ら
の
混
入
と
内

か
ら
の
進
出
は
不
可
避
鈎
で
あ
る
。
共
産
党
と
政
府
は
、
患
想
上
、
精
神
上
の
引
き
締
め
を
堅
持
し
な
が
ら
〈
「
プ
ル
ジ
聾
ア
自
由
化
」

批
判
特
〉
、
「
設
第
・
調
放
」
政
策
を
獲
に
加
速
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吋
改
革
・
間
開
設
」
政
策
に
と
も
な

う
関
内
外
か
ら
の
思
懇
上
、
精
神
上
の
"
幽
併
設
薦
庄
力
は
存
続
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
本
来
的
に
は
宗
教
批
判
を
任
務
と
す
る
共
産
党

に
対
し
て
絶
え
ず
緊
張
状
態
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
の

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
「
現
代
化
」
政
策
下
の
信
教
の
自
由
聞
は
、
宗
教
の
備
に
と
っ
て
も
、
共
産
党
と
政
府
の
側
に
と
っ
て
も
矛

盾
的
状
態
に
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
矛
盾
は
罪
遼
的
射
墾
に
お
け
る
問
題
守
あ
る
が
〈
少
な
く
と
も
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
初

級
段
階
い
に
お
け
る
緊
要
な
問
問
題
で
は
な
い
)
、
後
者
の
矛
翁
は
当
面
の
開
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
当
菌
の
開
畿
の
成
り
行
き
に

よ
っ
て
は
、
前
者
の
喪
違
約
問
題
も
必
熱
的
に
影
響
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
を
最
後
に
考
え
て
み
る
。
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中
間
自
の
吋
畿
高
実
力
者
」
た
る
齢
小
平
は
、

一
九
九
二
年
一
斉
十
八

g
i二
月
二
一
日
、
「
南
方
捜
繋
重
要
談
話
」
を
特
い
、

そ
の

中
で
、
「
改
革
・
顛
敢
」
加
速
の
大
号
令
を
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
十
月
、
中
罷
共
産
党
第
十
沼
田
会
問
代
表
大
会
は
「
社

会
主
義
市
場
経
済
」
識
を
正
式
に
持
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
、
ぞ
れ
ま
で
に
相
互
に
相
入
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
「
技
会
主
義
い
と
「
市

場
経
請
い
・
島
本
大
胆
に
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
開
時
に
こ
れ
は
、
右
述
の
後
考
の
矛
騒
を
深
部
化
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

技
会
主
義
の
接
持
は
健
教
の
崖
曲
の
性
質
上
の
独
自
性
日
原
理
的
独
自
性
の
維
持
を
童
味
す
る
が
、
他
方
、
市
場
経
済
の
原
則
化
は

稽
教
の
自
由
の
内
容
土
の
独
自
性
u
u
現
実
的
独
自
性
の
変
容
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
か
つ
て
、

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
吋
共
産

党
宣
言
」
の
中
で
、
儲
教
の
自
由
と
い
う
思
想
は
商
品
続
講
を
下
部
構
造
と
し
て
の
上
部
構
造
で
の
「
意
識
の
分
野
に
お
い
て
自
由
競

争
の
支
配
を
欝
明
し
た
も
の
に
・
す
ぎ
な
い
」
と
議
己
て
い
た
。
つ
ま
り
信
教
の
自
由
は
商
品
経
済
に
燕
応
す
る
も
の
で
あ
る
ο

更
に
、



マ
ル
ク
ス
は
、
綬
史
は
必
晶
知
的
に
計
闘
経
済
下
の
社
会
主
義
〈
共
産
主
義
)

の
方
向
内
へ
発
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ヲ
ー

ダ
綱
領
批
判
』
の
中
で
、
「
労
働
者
党
は
こ
の
機
会
に
、
プ
ル
ジ
謂
ア
約
な
「
密
教
の
自
闘
い
と
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宗
教

的
な
信
念
の
・
8
密
を
大
自
に
み
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
だ
が
党
は
む
し
ろ
借
念
を
宗
教
的
幽
撲
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
努
力

す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
自
覚
を
表
暁
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
主
議
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
中
留
は
「
社
会
主
義
」
と
「
市
場
経
祷
}

中磁の人権の調車道まとそこにおける信教の白血の携途上の共通伎と主主白後(土鐙)

を
結
合
さ
せ
た
。
こ
れ
は
下
部
構
瀦
に
お
け
る
歴
史
鵠
「
後
退
」
と
も
言
え
る
。
そ
う
し
て
、
究
極
的
に
は
下
部
構
造
が
上
部
構
造
を

決
定
す
る
と
い
う
理
議
か
ら
す
れ
ば
、
市
場
経
済
に
照
応
し
て
「
態
識
の
分
野
に
お
い
て
闘
窃
競
争
の
支
配
」

un
徳
教
の
自
由
の
活
性

化
が
詔
楽
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
中
認
の
儒
教
の
自
由
の
現
実
的
独
犠
牲
の
変
容
で
あ
る
。
(
中
闘
の
論
も
、
「
務
品
経
済
が

も
た
ら
す
競
争
シ
ス
テ
ム
は
宗
教
を
不
可
識
的
に
伸
張
さ
せ
得
る
い
と
替
、
っ
。
彰
耀
、
李
成
棟
、
議
掲
、
五
一

。

し
か
し
、
こ
れ
は
社
会
主
義
の
態
持
に
よ
る
信
教
の
自
由
の
原
理
的
独
自
性
と
照
応
し
な
い
。
こ
の
原
理
的
独
自
殺
の
維
持
と
現
実
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的
独
語
性
の
変
容
と
の
問
の
矛
震
は
、
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
下
の
「
瑳
代
化
」
の
議
殿
と
と
も
に
益
々
深
刻
化
・
ず
る
。
こ
の
矛
騰

の
解
消
の
方
向
は
、
市
場
経
済
H
現
実
鵠
独
自
性
の
変
容
が
社
会
主
義
主
原
醜
鵠
独
自
性
を
洛
解
さ
せ
る
方
向
か
、
あ
る
い
は
社
会
主

義
草
原
理
的
務
自
性
の
襲
持
が
市
場
経
済
H
現
実
的
独
富
牲
の
変
容
会
運
塞
さ
せ
る
方
向
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
中
留
が
言
う

会
主
義
初
級
設
階
」
(
こ
れ
は
生
護
手
段
の
社
会
主
義
的
改
造
が
基
本
的
に
発
成
し
た
一
九
五
六
年
か
ら
社
会
主
義
的
現
代
化
の
実
現

ま
で
「
少
な
く
と
も
蔚
年
は
続
く
」
と
さ
れ
る
〉
は
右
の
い
ず
れ
か
の
方
向
へ
向
か
う
過
渡
期
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
第
一
の
方
向

は
、
持
時
に
中
簡
の
人
権
の
構
造
の
変
容
を
揺
来
す
る
。
第
二
の
方
向
は
、
現
在
の
人
権
の
構
造
を
諜
殿
的
に
存
続
さ
せ
る
。
こ
の
当

舶
の
共
産
党
と
政
府
の
織
の
矛
震
の
解
消
方
舟
に
よ
っ
て
、
先
述
し
た
宗
教
の
慣
に
と
っ
て
畏
逮
鵠
な
矛
麗
の
解
消
の
き
れ
方
も
当
然
…

異
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
、
天
安
門
事
件
後
の
中
関
令
め
ぐ
る
冨
内
情
勢
と
間
際
情
勢
は
、
第

の
方
舟
へ
向
か
う
可
能
性
を
高
め

て
い
る
。
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(
尚
、
中
国
は
一
九
九
三
年
三
月
、
憲
法
を
改
正
し
た
。
主
な
改
正
点
は
、
「
社
会
主
義
初
級
段
階
」
及
ぴ
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」

を
明
記
し
た
こ
と
、
「
国
営
経
済
」
を
「
固
有
経
済
」
に
変
更
し
た
こ
と
、
「
農
村
人
民
公
社
」
の
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
予
』

れ
ら
は
「
改
革
・
開
放
」
加
速
路
線
を
憲
法
的
に
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

付
配
日
本
稿
は
第
二
五
回
宗
教
法
学
会
(
一
九
九
二
年
十
一
月
)
で
の
研
究
報
告
に
主
旨
を
変
え
ず
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
註
は
学
会
報
告
の
性
格
上
及
び
本
稿

の
枚
数
制
限
上
、
最
少
仁
と
ど
め
て
い
る
(
本
文
中
に
掲
配
)
。
文
献
も
含
め
て
、
中
国
の
人
権
及
び
信
教
の
自
由
の
詳
細
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
願
い
た
い
。

「
中
国
の
人
権
と
主
権
」
『
中
国
研
究
月
報
』
一
九
九
三
年
四
月
号
(
こ
れ
は
中
国
の
人
権
首
の
国
際
的
次
元
で
の
問
題
構
造
を
分
析
し
た
諭
文
)
、
「
中
国
の
人
権

の
展
望
|
改
革
・
開
放
の
加
速
と
人
権
|
」
『
月
刊

9治
研
』
一
九
九
三
年
六
月
号
、
「
中
国
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
権
利
構
造
」
『
高
岡
法
学
」
第
二
巻
一

号
(
一
九
九
一
年
)
、
「
権
力
と
宗
教
|
現
代
中
国
に
お
け
る
緊
張
関
係
|
」
『
憲
法
学
の
展
望
』
(
小
林
直
樹
先
生
古
稀
祝
賀
)
有
斐
閥
、
一
九
九
一
年
、
「
中

国
に
お
け
る
信
教
の
自
由
|
宗
教
に
と
っ
て
の
矛
盾
的
構
造
|
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
九
一
年
+
二
月
号
。
(
本
稿
で
の
信
教
の
自
由
諭
は
右
の
三
諭
文
を

基
礎
と
し
て
い
る
が
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
資
料
を
加
味
し
て
い
る
)
。
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